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     江 南 市 議 会 厚 生 文 教 委 員 会 会 議 録      

       令和６年９月12日〔木曜日〕午前９時30分開議        

本日の会議に付した案件 

議案第59号 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利

用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の

提供に関する条例の一部改正について 

議案第60号 江南市歯と口腔の健康づくり推進条例の一部改正について 

議案第62号 財産の無償貸付について 

議案第63号 令和６年度江南市一般会計補正予算（第３号） 

       第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

        ふくし部 

        健康こども部 

        教育部 

       の所管に属する歳入歳出 

       第３条 繰越明許費の補正 

       第５条 地方債の補正のうち 

        空調設備整備事業（小学校） 

        空調設備整備事業（中学校） 

        保育園整備事業 

議案第64号 令和６年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第２号） 

議案第65号 令和６年度江南市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

議案第66号 令和５年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について 

       のうち 

        ふくし部 

        健康こども部 

        教育部 

       の所管に属する歳入歳出 

議案第67号 令和５年度江南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

議案第69号 令和５年度江南市介護保険特別会計歳入歳出決算認定について 
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議案第70号 令和５年度江南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定に

ついて 

議案第73号 江南市国民健康保険条例の一部改正について 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

出席委員（７名） 

 委 員 長  藤 岡 和 俊 君    副委員長  土 井   紫 君 

 委  員  野 下 達 哉 君    委  員  尾 関   昭 君 

 委  員  三 輪 陽 子 君    委  員  長 尾 光 春 君 

 委  員  須 賀 博 昭 君 

欠席委員（０名） 

委員外議員（７名） 

 副 議 長  片 山 裕 之 君    議  員  堀     元 君 

 議  員  中 野 裕 二 君    議  員  大 薮 豊 数 君 

 議  員  石 原 資 泰 君    議  員  岡 地 清 仁 君 

 議  員  牧 野 行 洋 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

職務のため出席した事務局職員の職、氏名 

 事務局長兼議事課長  石 黒 稔 通 君    副 主 幹  磯 部 将 人 君 

 主  任  鶴 見 吉 宏 君 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

説明のため出席した者の職、氏名 

 市長                澤 田 和 延 君 

 教育長               村   良 弘 君 

 

 ふくし部長             貝 瀬 隆 志 君 

 健康こども部長兼こども家庭センター長 

                   坪 内 俊 宣 君 

 教育部長              松 本 朋 彦 君 

 

 地域ふくし課長           石 田 哲 也 君 
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 地域ふくし課主幹          土 谷 武 史 君 

 地域ふくし課副主幹         安 藤 和 仁 君 

 

 介護保険課長            栗 本 真由美 君 

 介護保険課主幹           影 山 壮 司 君 

 介護保険課副主幹          三 浦 理 恵 君 

 

 ふくし支援課長           稲 田   剛 君 

 ふくし支援課主幹          古 川 雄 一 君 

 

 保険年金課長            三 輪 崇 志 君 

 保険年金課主幹           鈴 木   勉 君 

 保険年金課副主幹          岩 井 貴 臣 君 

 

 こども未来課長           間 宮   徹 君 

 こども未来課指導保育士       村 田 志 穂 君 

 こども未来課副主幹         大 𦚰 宏 祐 君 

 こども未来課副主幹         中 山 享 哉 君 

 

 子育て支援課長           長谷川   崇 君 

 子育て支援課副主幹         加 藤 あかね 君 

 子育て支援課副主幹         高 田 昌 治 君 

 

 健康づくり課長兼保健センター所長  中 山 英 樹 君 

 健康づくり課主幹          脇 田 亜由美 君 

 

 教育課長              茶 原 健 二 君 

 教育課管理指導主事         長 岡 晃 臣 君 

 教育課主幹             源 内 隆 哲 君 

 教育課副主幹            岩 田 麻 里 君 
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 学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長 

                   仙 田 隆 志 君 

 学校給食課副主幹          宇佐見 裕 二 君 

 

 生涯学習課長兼少年センター所長   藤 田 明 恵 君 

 生涯学習課主幹           前 田 昌 彦 君 

 生涯学習課副主幹          石 垣 恵 子 君 

 

 スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長 

                   中 村 雄 一 君 

 スポーツ推進課副主幹        岡 地 孝 浩 君 
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午前９時28分  開 会 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

○委員長  おはようございます。 

 若干時間が早いようですが、皆さんおそろいですので、ただいまより厚生

文教委員会を開会いたします。 

 ９月に入りましても猛暑日、昨日も150か所以上ということで、まだまだ

ちょっと暑い日が続きます。皆様御自愛いただければと思います。９月定例

会は、決算審査及びいろんな重要な議案がまだ残っております。皆様に慎重

審議をよろしくお願いいたします。 

 ここで委員会での服装ですが、時節柄上着、ネクタイの着用につきまして

は適宜お取り計らいいただきますようお願いいたします。また、市制70周年

記念ポロシャツの着用につきましても適宜といたしますのでよろしくお願い

いたします。 

 では、市長から挨拶をお願いいたします。 

○市長  おはようございます。 

 去る８月28日に９月定例会が開会されまして以来、連日終始慎重に御審議

を賜り、誠にありがとうございます。 

 本日本委員会に付託されました諸案件は、いずれも市政進展の上で重要な

案件でございます。何とぞ慎重に審査をいただきまして、適正なる御議決を

いただきますようお願い申し上げまして、簡単でありますけれども、御挨拶

とさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  ありがとうございます。 

 それでは、市長は公務のため御退席されます。 

 では本日の委員会の日程ですが、付託されております議案第59号 江南市

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に

基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正につ

いてをはじめ11議案と、請願第７号 定数改善計画の早期策定・実施と義務

教育費国庫負担制度の堅持及び拡充を求める請願書の審査を行います。 

 委員会の案件が終わりましたら、委員協議会を開催いたします。 

 それでは、これより議事に入ります。 
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 審査の順序については、付託順により行います。 

 委員会での発言については、会議規則第114条において、委員長の許可を

得た後でなければ発言することができないと規定されております。質疑・答

弁とも簡潔明瞭にお願いし、挙手の上、委員長の指名後に発言してくださる

よう議事運営に御協力いただきますようお願いいたします。 

 また、委員外議員の発言については、会議規則第117条第２項において、

委員会は、委員でない議員からの発言の申出があったときは、その許否を決

めると規定されています。このことから、所属の委員による質疑が尽きた後

に、なお議案の審査上必要のある場合に限り、委員の皆様にお諮りした上で

発言の許否を決めてまいりたいと考えておりますので、議事運営に御協力い

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 なお、主幹、副主幹の方はそれぞれ担当の議案のときに出席していただき、

その他は退席していただいても結構です。よろしくお願いいたします。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第59号 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番

号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特

定個人情報の提供に関する条例の一部改正について 

 

○委員長  では最初に、議案第59号 江南市行政手続における特定の個人を

識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定

個人情報の提供に関する条例の一部改正についてを議題といたします。 

 それでは、当局から説明がありましたらお願いいたします。 

○ふくし支援課長  おはようございます。よろしくお願いします。 

 議案第59号について御説明を申し上げますので、議案書の18ページをお願

いいたします。 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す

る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

改正についてでございます。 

 19ページをお願いいたします。 

 江南市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関す
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る法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部

を改正する条例（案）でございます。 

 はねていただきまして、20ページから22ページにかけまして条例（案）の

新旧対照表を掲げてございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 暫時休憩します。 

午前９時33分  休 憩 

午前９時33分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第59号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第60号 江南市歯と口腔の健康づくり推進条例の一部改正につい

て 

 

○委員長  続いて、議案第60号 江南市歯と口腔の健康づくり推進条例の一

部改正についてを議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  それでは、議案第60号について御説

明申し上げますので、議案書の23ページをお願いいたします。 

 江南市歯と口腔の健康づくり推進条例の一部改正についてでございます。 

 はねていただきまして、24ページには江南市歯と口腔の健康づくり推進条



８ 

例の一部を改正する条例（案）を、25ページには江南市歯と口腔の健康づく

り推進条例の一部を改正する条例（案）の新旧対照表を掲げております。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  では、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  すみません、大変いい表彰になるとは思うんですけど、実績と

して８０２０・９０１８の実績と、あとこの100……。 

○委員長  どう読むの。 

○三輪委員  どうやって読むの。 

○委員長  「イチマルマルイチマル」だそうです。 

○三輪委員  今回１００１０をつくった場合の予想といいますかね、どのく

らいの方が表彰に値するのか、もし分かれば教えてください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  今回、令和６年度の８０２０・９０

１８表彰及び特別表彰についてのそれぞれの状況でございます。 

 １００１０の特別表彰につきましては３名ございます。９０１８表彰につ

きましては33名、８０２０表彰につきましては167名が表彰対象となってお

ります。 

 表彰式につきましては、令和６年10月31日木曜日午前11時からＨｏｍｅ＆

ｎｉｃｏホールの大ホールで執り行います。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○尾関委員  教えてほしいんですけど、この条例がこうやって上がってきた

経緯というのは何だったか。 

 あと、尾北歯科医師会はどういう見解なのか。 

 あと３つ目に、８０２０・９０１８だと10歳で２本ずつ減っているので、

100歳だったら16本じゃないんですかというところですけど、お答えくださ

い。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず歯と口腔の健康づくり推進条例

の制定の背景になりますけれども、愛知県のほうが歯と口腔の推進条例の制

定のほうを始めまして、愛知県下で54市町村中24市町村が歯と口腔の健康条

例を定めている状況であります。その中で、歯と口腔の健康づくりの推進条
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例の中で軸となる８０２０表彰を執り行っていく中で、江南市の独自の施策

として９０１８表彰を行っております。こちらの９０１８表彰は、平成14年

度から取り組んでおります。 

 今回、１００１０表彰を行うに当たって、歯と口腔の健康推進条例を愛知

県で一番初めにつくりましたあま市のほうが現在１００２０、100歳で20本

というような表彰を執り行っております。そういった中で尾北歯科医師会と

相談しながら、あまりハードルを上げるのではなくて、８０２０・９０１８

のほうが次の励みとして100歳でも表彰されるといったところがこれから人

生100年時代に合っているのではないかということで、江南市としては１０

０１０、100歳で10本以上というようなところで定めたものでございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかはありませんでしょうか、よろしいですか。 

○須賀委員  ８０２０は県も表彰しておると思うけど、９０１８って県はな

かったんですか、県独自で。今回は県があると言ってみえるもんで、100歳

以上の人は県の制度はあって、それに倣ってやるということですか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  すみません、８０２０表彰について

は愛知県の条例でも定めておりますけれども、それぞれの市町の条例のほう

で100歳とか90歳、そういったところの独自の表彰を執り行っているといっ

たのがそれぞれの市町独自の状況になっていますが、県のほうでは８０２０

を推進していくというような形になっております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○須賀委員  この条例をつくった後に、例えばどういう施策を展開して、税

金をどのぐらい使っていく予定なのかという、予算的にそういうのはありま

すかね。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  今回100歳の表彰を掲げた、100歳で

10本以上の方に対しては記念品としてバスタオルのほうを提供する予定とな

っておりますので、令和６年度の既存の予算の中で対応できるといった状況

でございます。 

○委員長  ３人ですからね。 

 よろしいでしょうか。 



１０ 

○須賀委員  はい。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩します。 

午前９時41分  休 憩 

午前９時41分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第60号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第62号 財産の無償貸付について 

 

○委員長  続いて、議案第62号 財産の無償貸付についてを議題といたしま

す。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○こども未来課長  それでは、議案第62号について御説明申し上げます。 

 議案書の29ページをお願いいたします。 

 令和６年議案第62号 財産の無償貸付についてでございます。 

 はねていただきまして、30ページから36ページにかけまして参考資料とし

て仮の契約書を掲げてございます。 

 以上で、議案第62号の説明を終わらせていただきます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  議案質疑でもかなりいろいろ問題点が出てきたと思うんですけ
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れども、もう既に例えば病児保育とか発達支援センターとか、そういうもの

ができるということで、一番最初この株式会社アイグランに決定したときと

状況が変わってきているということがあって、この規約の中でも貸し付ける

ほうに被害がなければ変えてもいいとか、お金を払えばほかのものに変えて

もいいとかというような取り交わしになっているところが一番問題だと思う

んですけれども、その点については特に問題というふうには考えていないと

いうことでしょうか。 

○こども未来課長  今回、議案で出させていただきました無償の貸借につき

まして、当初株式会社アイグランからは保育所のほかに病児保育と子育て支

援センター、子育てサロンのようなものをつくるというような御提案がござ

いました。その中で、３者の応募があった中で株式会社アイグランに決定を

させていただきまして、今回株式会社アイグラン側から計画に出されており

ますのは保育所、病児保育、子育てサロン及び児童発達支援事業所というこ

とで提案のあったものにプラスして児童発達支援事業所が今回提案された、

それを市が認めて無償貸借をするというような形になっております。 

 したがいまして、当初予定されておりましたものにプラスして市の利益に

なるものということで、今回認めていこうというところでございます。また、

さらに市の利益になる場合はお金を払えばという話もございましたけれども、

当然そのときの状況等、社会情勢等もございますので、議案質疑のときにも

お話をさせていただきましたが、社会情勢等が大きく変わりまして、市にと

って有益になるようなものであれば用途変更を認めていくというような内容

になっております。 

○委員長  三輪委員、続いて同じ関連ですかね。三輪委員、先で。 

○三輪委員  それで、例えば病児保育ですとか発達支援センターとかいうの

は今既にあるところもありますので、そういうところとの関係、ちょっとこ

の議案と直接は関係ないのかもしれないんですけど、例えば料金だとか、そ

ういうことについての話合いとかもされているのかをちょっとお尋ねします。 

○こども未来課長  委員おっしゃられますように、児童発達支援事業所も病

児保育も現在ございます。病児保育につきましては、現在１か所ということ

で、受入れの状況は２症例で３人までということになっています。したがい
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まして、感染症等がはやったときに２症例までしか受入れができませんので、

３人に満たなくても受け入れられないというような事例があったというのは

聞いております。 

 したがいまして、今回新しく別の場所で病児保育ができるということにな

りますので、そういった観点からは市にとっても有益でございますし、市民

にとっても利便性が向上するのではないかなと考えております。 

 また、児童発達支援事業所でございますけれども、担当のふくし支援課と

も協議をいたしました。現在の状況といたしましてはやはり利用される方が

増加をしておりますので、現在の事業所数で賄い切れない可能性があるとい

うことで、こちらについても市にとっては有益であろうということで、今回

協議を認めた形になりますので、お願いいたします。 

○三輪委員  さっき聞いたんですけど、料金その他についての交渉というか、

民間だから民間にお任せというふうなのか、その辺りはどうでしょうか。 

○こども未来課長  料金につきましては、今のところ具体的な協議等は行っ

ておりませんけれども、既存の病児保育がございますので、それに合わせる

形になるだろうというふうには考えております。 

○委員長  よろしいですか。 

○尾関委員  無償譲渡をする部分で病児・病後児保育も行うという御説明な

んですけど、既存の病児・病後児保育、ｉＩこどもクリニックの既存の利用

されている土地相当額分補助しなくても公平性は保てますか。 

○こども未来課長  既存のｉＩこどもクリニックにつきましては、個人のク

リニックのほうで開設をいただいて、実は補助をさせていただいているよう

な形になります。施設整備については特には出してございませんが、今回の

株式会社アイグランにつきましては、そもそも保育所として無償貸付けした

中に、自分たちのほうでそういったスペースを設けて運営していくというふ

うな形でございます。ｉＩこどもクリニックに出しております補助と同様の

補助は差し上げることになりますけれども、それ以上のものについては市か

ら何か出すということはございませんので、そういった意味では公平性が保

てるのではないかというふうに考えております。 

○委員長  よろしいですか。 
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○野下委員  今、課長の説明で、本来ならばここは保育所ですよね。民間の

保育所へ無償のこの土地を貸し付けるということなんですけど、そこに向こ

うの提案で病児・病後児と、あと児童発達支援所を提案されたと思うんです

けど、これは議案質疑で出てきたんですけど、ちょっと申し訳ないんですけ

ど、議員のほうにこういう提案があったとか、そういういった何か知らせと

か、周知等はされていましたでしょうか。 

○こども未来課長  今回の児童発達支援事業所のお話でございますけれども、

当初株式会社アイグランから提案があったのは、病児保育と子育て支援セン

ターということで当初は予定に上がっておりませんでした。その後、市と協

議をする中で病児保育を、感染症等を予防する観点から、既存の保育所の園

児の方たちと動線を分けようということで別棟で建てるというようなお話が

ございました。 

 ただ、そうした場合の面積が小さくなってしまいますので、コストが高く

なってしまうということで、株式会社アイグランといたしましては建設コス

トを下げるということと、ほかの場所で児童発達支援相談所を運営しており

ますので、そのノウハウがあるということで、病児保育と児童発達支援事業

所を一緒に造って、そういったところで運営したいというような申出がござ

いました。 

 その段階では別棟ということで、令和７年度から着工というふうに伺って

おりましたので、令和７年度から令和９年度の実施計画に記載をして、そこ

で議員の皆様方には説明させていただこうと考えておったんですけれども、

その後詳細な設計にこれから移るという段階になったときに、株式会社アイ

グランが保育所の中に造りたいというようなことで、ちょっと計画の変更が

ございましたので、内容が大きく変わるものではないんですけれども、ただ

場所が変わって、着工が令和６年度からということになりましたので、急遽

のタイミングではございましたので、このような形でちょっとお示しをさせ

ていただいたというようなものになります。 

○野下委員  江南市ではそれだけニーズが多いと思うんですよね、両方の施

設というのは。だから、それに反対云々とは思っていないんですけど、こう

いうふうに進んでいます、急遽こうなりましたというのは、何らかの形でお
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知らせをいただきたかったというのが今ちょっと質問した内容でございます

ので、その点よろしくお願いしたいということと、あと今、尾関委員がおっ

しゃった病児・病後児の施設の関係の補助をするとか、ｉＩこどもクリニッ

クのところはしていましたよね。改修をするとか何とかで。 

○委員長  質問の途中ですが、よろしいですか。 

○野下委員  だと思うんです。間違えていたらごめんなさい。今、今回のと

ころはそこの業者がやるからということで、ないんでしたっけ、しないんで

したっけ、ここは。その点ちょっと確認を。 

○こども未来課長  ｉＩこどもクリニックに関しましては整備費、建物のと

ころにつきまして、ｉＩこどもクリニック、病院側のところと一体化になっ

ております。先生の意向ですぐ着工したいというお話がございましたので、

市の補助も含め、もともと国の整備費補助がございますので、それにプラス

して市の補助が上乗せしてお支払いするというような形になります。 

 国の補助を受けるには、前年度から、要は内示を受けた形、所要額調べの

ときに申請をして、その後内示を受けて着工するというような流れになるん

ですけれども、早くやりたいというような御意向がございましたので、そこ

については先生側とお話をさせていただいて、補助はしていないというとこ

ろであります。 

 ただし、備品等購入を当然いたしますので、そこについては国と合わせて

補助をさせていただいております。今回の株式会社アイグランの病児保育に

つきましては別棟になって令和７年度から着工ということで、既に申請の準

備をしておりまして、整備費から国と合わせて市も補助していくというふう

に考えております。 

○委員長  よろしいですか。 

○野下委員  分かりました。 

○委員長  ほかはありませんか。 

○長尾委員  貸借の契約書のほうの第２条の２のところに、防災行政無線屋

外拡声子局のほうを市のほうで撤去するとあるんですけど、これは純粋に撤

去、その敷地内から撤去するということが書かれている話なのか、完全にそ

の周辺地域、要は周辺対策ってどうなるんだろうなというのがちょっと分か
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らなくて、それってどういう扱いでしょうか。 

○こども未来課長  こちらは現在、旧図書館の敷地内に防災行政無線の拡声

の塔というか柱が立っております。こちらがもともとの図書館の解体工事と

は別の契約になっておりまして、現在まだ残っている状態になります。なの

で、これを令和６年11月30日までに撤去いたしまして、敷地の東の端になる

んですけれども、そっちに移設するということで、防災安全課のほうで予算

立てして今動いておりますので、それを記載したものであります。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  さっきの話でちょっと疑問になったんですが、病児・病後児保

育を保育園と動線を分けるのに、その発達支援と病児・病後児は同じ棟とい

うのがちょっとえーっと思ったんですが、それはどういうことでしょうか。 

○こども未来課長  すみません、説明不足で申し訳ございません。 

 当初、病児保育と児童発達支援事業所を同じ棟で造るという計画だという

ことでお話を差し上げたんですけれども、その後、保育園の中に入れること

になりました。要は、もともと病児保育を保育園の中でやる予定でおったん

ですけれども、その分のスペースが空きましたので、そこにやはり入れ込む

ということで、出入口は別々になるんですけれども、保育所の建物の中で保

育所と児童発達支援事業所、別棟で病児保育のみというような最終的な形に

なっています。説明不足で申し訳ございません。お願いいたします。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○須賀委員  この貸借仮契約書で、これって保証人を立てていない理由は何

ですかね。 

○こども未来課長  保証人を立てていない理由ということでございますけれ

ども、もともとはこちらのほう、今回の株式会社アイグランに決定した経緯

が公募に応募がございまして、そのプロポーザルの中で財務状況等につきま

して、税理士の方お二人に審査いただきまして問題ないということで結論を

いただいております。したがいまして、十分な財政的な体力があるだろうと

いうことで、今回保証人は立ててございません。 
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○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩します。 

午前９時57分  休 憩 

午前９時57分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第62号を挙手により採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに賛成の方の挙手をお願いいたします。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第63号 令和６年度江南市一般会計補正予算（第３号） 

         第１条 歳入歳出予算の補正のうち 

          ふくし部 

          健康こども部 

          教育部 

         の所管に属する歳入歳出 

         第３条 繰越明許費の補正 

         第５条 地方債の補正のうち 

          空調設備整備事業（小学校） 

          空調設備整備事業（中学校） 

          保育園整備事業 

 

○委員長  続いて、議案第63号 令和６年度江南市一般会計補正予算（第３

号）、第１条 歳入歳出予算の補正のうち、ふくし部、健康こども部、教育

部の所管に属する歳入歳出、第３条 繰越明許費の補正、第５条 地方債の
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補正のうち、空調設備整備事業（小学校）、空調設備整備事業（中学校）、

保育園整備事業を議題といたします。 

 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います

のでよろしくお願いいたします。 

 最初に、ふくし部地域ふくし課について審査をいたします。 

 当局から補足説明がありましたらよろしくお願いします。 

○地域ふくし課長  それでは、議案第63号 令和６年度江南市一般会計補正

予算（第３号）について、地域ふくし課所管の補正予算につきまして御説明

を申し上げます。 

 歳出について御説明を申し上げますので、議案書の52ページ、53ページの

下段をお願いいたします。 

 ３款１項１目地域福祉費で、補正予算額は385万8,000円でございます。 

 説明は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いて介護保険課について審査

をいたします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いいたします。 

○介護保険課長  それでは、議案第63号 令和６年度江南市一般会計補正予

算（第３号）の介護保険課の補正予算につきまして、該当箇所を御説明申し

上げます。 

 初めに、歳入について御説明いたしますので、議案書の44ページ、45ペー

ジをお願いいたします。 

 下段の15款４項２目３節社会福祉費交付金は、地域介護・福祉空間整備等

施設整備交付金でございます。 

 次に、46ページ、47ページをお願いいたします。 

 中段の19款２項１目１節特別会計繰入金は、介護保険特別会計繰入金でご

ざいます。 
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 下段の21款５項３目１節過年度収入のうち、介護保険課所管分の令和５年

度分低所得者保険料軽減国庫及び県費負担金精算金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げますので、54ページ、55ページをお願

いいたします。 

 ３款１項２目介護保険費で、補正予算額は731万3,000円でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑もないようでありますので、続いてふくし支援課につ

いて審査を行います。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○ふくし支援課長  それでは、ふくし支援課所管の補正予算につきまして、

該当箇所の御説明を申し上げます。 

 議案書の46ページ、47ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 下段の21款５項３目１節過年度収入、右側説明欄のふくし支援課分は、令

和５年度分障害者自立支援医療給付費国庫負担金精算金ほか１項目、はねて

いただきまして、48ページ、49ページにかけまして、ほかに５項目ございま

す。 

 少し飛んでいただきまして、54ページ、55ページをお願いいたします。 

 歳出でございます。 

 中段、３款１項３目障害者福祉費で、補正予算額は10万5,000円でござい

ます。 

 再び少し飛んでいただきまして、60ページ、61ページの上段をお願いいた

します。 

 ３款３項１目生活保護費で、補正予算額は1,221万8,000円でございます。

歳入歳出いずれも令和４年度及び令和５年度分の国庫負担金及び補助金、県
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費負担金の精算に伴うものでございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いて保険年金課について審査

をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  保険年金課の所管につきまして説明をさせていただきます。 

 歳出でございます。 

 議案書の54ページ、55ページをお願いいたします。 

 中段の３款１項４目社会保障費の後期高齢者医療支援事業で、令和５年度

分の愛知県後期高齢者医療広域連合の療養給付費負担金の精算に伴う負担金

で、補正予算額は4,579万8,000円でございます。 

 該当箇所は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしく

お願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いて健康こども部こども未来

課について審査します。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○こども未来課長  それでは、議案第63号 令和６年度江南市一般会計補正

予算（第３号）のうち、こども未来課所管の該当箇所につきまして御説明を

申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 議案書の46ページ、47ページの下段をお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入、右側説明欄のこども未来課分は、登記費用実費徴

収金でございます。 

 はねていただきまして、48ページ、49ページの上段をお願いいたします。 
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 21款５項３目１節過年度収入、右側説明欄のこども未来課分は、令和５年

度分児童手当費国庫負担金精算金をはじめ３項目でございます。 

 次に、同じく49ページの下段をお願いいたします。 

 22款１項２目２節児童福祉債、右側説明欄のこども未来課分、保育園整備

事業債でございます。 

 続いて、歳出について御説明させていただきますので、議案書の54ページ、

55ページの下段をお願いいたします。 

 ３款２項１目こども保育費、補正予算額は7,595万3,000円でございます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○野下委員  54、55ページの布袋北保育園の駐車場の件ですね、送迎用の。

これは無償で借りるという話でしたと思うんですけど、いよいよこれ整備に

入ってくるということなんですが、これは何台分の車がこれに使用できるの

かということと、それからこれから工事に入るんですが、実際にここが使用

できるのは、１回聞いたかも分かりませんが、この段階だったら正式に出る

と思うので、いつからこれが活用できるのかという、この２点についてお願

いしたいと思います。 

○こども未来課長  使用できる台数でございますけれども、まだレイアウト

等園児等の動きもございますので具体的動線を決めたわけではないんですけ

れども、12台程度止められるような形で整備したいというふうに考えており

ます。 

 あとは運用時期でございますけれども、こちらは場所が新川流域というこ

とで雨水浸透阻害行為に該当しますので、県の検査を受ける必要がございま

す。必要な工事を行った後、県の検査を受けますので、検査が終わり次第、

速やかに運用したいというふうに考えておりますけれども、令和７年度の当

初からは使いたいというふうには考えております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○野下委員  もう一点だけお願いします。 

 ここですけど、車が入っていく道というのは結構広くはなくて、多分農道
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だと思うんですよね。そこの駐車場にどう入ってくるか分かりませんが、農

道のところから入ってくるんじゃないかと思うんですけど、この出入りとい

うのはやっぱり同じところの出入りになりますか。そこまで決まっています

か。 

○こども未来課長  当該の土地は、場所でいいますと保育園の西側の片道１

車線の中央線があるような道路の左側、西側になります。南北に細長い土地

になりますので、そちらの広い道から入って出ていくというような形で今整

備を考えております。 

○野下委員  ということは、出入りはそこから入って出ていくという形で考

えてみえるということですね。 

○こども未来課長  そのとおりでございます。 

○野下委員  分かりました。 

○委員長  ほかはよろしいですか。 

○尾関委員  農地を今回駐車場にして、新川流域ということなんで500平米

を超えているよということだと思うんですけど、無償で借りちゃうので、所

有権はそのまま相手のままの場合というのは、農地から雑種地に変わった場

合の課税の差額というのは何か減免する措置というのがあるんですか。 

○こども未来課長  今回の駐車場で無償貸与をいただいた土地に関しまして

は、お見込みのとおり農地から雑種地に地目変更をいたします。当然評価も

上がりますので、固定資産税も上がることになるんですけれども、税務課と

協議いたしまして、当該土地に関しては駐車場として借りている期間は減免

措置をさせていただくことに考えております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○須賀委員  無償で借りるということで、その契約内容というのは開示され

ていないんだけれども、例えばその契約期間だとかそういったものが１年と

か２年という話だとまた原状復帰して返してくれと言われても困るもんで、

その辺の契約書はどうなっておるのかちょっと教えてもらいたい。 

○こども未来課長  当該の土地の契約につきましては、地主とのお話合いの

結果、３年で契約をさせていただきまして、その後更新をさせていただくと

いうような形になっております。 
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○須賀委員  使用貸借という契約だと思うんだけれども、例えば３年を経過

した後に自動更新なのか、あるいは別途改めて契約し直すのか、例えばじゃ

あ返してくれとなったときに、どういった条項が含まれておるのか、それも

含めて教えてもらえますか。 

○こども未来課長  今回の契約に関しましては、自動更新の条項がございま

せんので、毎回契約をし直しすることになります。 

 もし、返してほしいというようなお話があった場合につきましては、原状

復帰が条項へ含まれておりますので、地主の意向にもよりますけれども、現

状のままお渡しするか、もしくは農地に回復してお渡しをするというような

形になります。 

○委員長  ほか、よろしいでしょうか。 

○三輪委員  57ページの保育園の改修とか、59ページの分筆もこちらの課で

よろしいですか。 

 57ページの空調設備の件ですが、宮田南保育園の空調が調子悪くて、設計

なんですが、今個別の空調にするか、それから全体、これまで多くの保育園

が全館空調だったんですけど、今度の設計はどういうふうになるのか教えて

ください。 

○こども未来課長  こちらの宮田南保育園ですけれども、保育所を整備する

ときに防衛省の補助を受けております。こちらの防衛省補助が、防衛基準、

いわゆる防音対策をしっかりした上で運用していくというような仕様になっ

ていないといけないものですから、こちらが60年経過しないと返還の必要性

が出てくるということで、一応防衛省と協議といいますか、そういったお話

合いがされております。 

 今回の宮田南保育園は40年経過しておりますので、まだ20年ほど残ってお

りますので、今回の防衛省の基準を満たすためには、個別空調だとかなり金

額が増大になってしまいますので、現状と同じ一括方式といいますかセント

ラル方式の空調で今回補修、改修をする予定でございます。 

○三輪委員  全館だとなかなか本当にどこか具合悪くなったときに難しいと

いうのもあるんですけど、あと20年長期的に考えたら個別のほうがいいのか

もしれないので、ちょっとそこのところは設計の方と慎重にやっていただき
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たいなというふうに思います。 

 本当に空調は早いところ何とかしなくちゃなんですが、今設計だとこれは

いつ全館につく予定でしょうか。 

○こども未来課長  今回の補正予算で設計委託のほうを上げさせていただき

ました。この時期にちょっと急遽上げさせていただいたというのは、来年の

夏までには間に合いたいということで、来年の６月に工事が終了するように

現在進めております。 

○三輪委員  冬場は大丈夫ということでいいでしょうかね。そこも心配なん

です。 

○こども未来課長  冬場につきましては、当然エアコン等は使えませんので、

ストーブやファンヒーター等を活用して寒さに耐えていただく。 

 今回空調の設置の工事費を載せさせていただいていますけれども、こちら

は今個別空調がついておりますので、ほかのところはちょっと使えなくなっ

てしまいますが、個別空調を今回つけたところについてはエアコンが使える

という状況でございます。 

○三輪委員  （仮称）宮田東・藤里統合保育園の設計のほうが出ているんで

すけれども、ちょっと保育士に聞いたところ、どんな保育園にしたいかとい

う話を聞いてもらっていないような話だったんですが、せっかく新しく造る

直営の保育園なので、ぜひ本当にいい保育園というか、保育士も仕事しやす

いし、子供たちも本当に過ごしやすい保育園にしてもらいたいので、ぜひ現

場の声をしっかり聞いてやっていただきたいという要望でお願いします。 

○委員長  ほかはありませんでしょうか。 

○三輪委員  59ページの株式会社アイグランの分筆の登記費用も市が出すっ

て、そこまで……。 

〔「書いてある」と呼ぶ者あり〕 

○三輪委員  ああ、そうなんだ。ごめんなさい。 

○委員長  よろしいですか。 

○三輪委員  ちゃんと読んでいませんでした。 

○委員長  ほか、ありませんでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 
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○こども未来課長  今、三輪委員からちょっとお話がございました分筆のと

ころでございますけれども、議案質疑で掛布議員から御質問いただきまして、

３筆に分割するというふうにお話を差し上げたんですけれども、現在株式会

社アイグランが県のほうと協議中といいますか、分筆の仕方についても協議

をしてございますので、場合によっては２筆になる可能性もございます。 

 今回上げさせていただいたのは一応３筆の予定で上げさせていただいてい

ますけれども、こちらの金額内で収まるというような形でございますので、

よろしくお願いいたします。 

○委員長  これに関してもよろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  それでは、質疑もないようでありますので、続いて子育て支援課

について審査します。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○子育て支援課長  令和６年度江南市一般会計補正予算（第３号）のうち、

子育て支援課所管の該当箇所につきまして御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 議案書の48ページ、49ページの中段をお願いいたします。 

 21款５項３目過年度収入、１節過年度収入、右側説明欄の子育て支援課分

は、令和５年度分子ども・子育て支援国庫交付金精算金をはじめ５項目でご

ざいます。 

 続いて、歳出について御説明申し上げます。 

 議案書の58ページ、59ページの下段をお願いいたします。 

 ３款２項２目子育て支援費、補正予算額は28万7,000円でございます。 

 内容につきましては、59ページの説明欄をお願いいたします。 

 最上段、ファミリー・サポート・センター事業、次に要保護児童対策事業、

次にこども家庭センター（児童福祉）運営事業でございます。 

 少し飛んでいただきまして、72ページ、73ページの下段をお願いいたしま

す。 

 10款１項３目放課後児童費、補正予算額は870万5,000円でございます。 

 内容につきましては、73ページの説明欄、放課後子ども総合プラン事業
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（放課後児童健全育成）でございます。 

 説明は以上です。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、続いて健康づくり課について審

査します。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  それでは、令和６年度江南市一般会

計補正予算のうち、健康づくり課所管について説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 議案書の44ページ、45ページの中段をお願いいたします。 

 15款１項２目１節保健衛生費負担金の説明欄、健康づくり課所管の新型コ

ロナウイルス予防接種健康被害給付費負担金でございます。 

 はねていただきまして、議案書の46、47ページの下段をお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入の説明欄、健康づくり課所管の新型コロナ定期接種

ワクチン確保事業助成金でございます。 

 続きまして、歳出について説明させていただきます。 

 議案書の62ページ、63ページをお願いいたします。 

 こちらが上段、４款１項１目健康づくり費で、補正予算額は２億3,292万

5,000円の増額でございます。 

 内容につきましては、63ページの説明欄を御覧いただきますようお願いい

たします。 

 予防接種事業は２億3,086万3,000円の増額をお願いするものでございます。 

 なお、扶助費の予防接種健康被害者給付費に対しまして、特定財源として

国庫負担金が財源措置されますので、歳入予算に計上しております。 

 また、接種実績に対しまして、特定財源として新型コロナ定期接種ワクチ

ン確保事業助成金が財源措置されますので、歳入予算に計上しております。 

 その下の母子健康管理事業は90万3,000円の増額をお願いするものでござ

います。 
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 その下の母子保健事業は２万5,000円の増額をお願いするものでございま

す。 

 その下のこども家庭センター（母子保健）運営事業は24万6,000円の増額

をお願いするものでございます。 

 １枚はねていただきまして、64ページ、65ページをお願いいたします。 

 最上段の養育医療給付事業は88万8,000円の増額をお願いするものでござ

います。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  新型コロナのワクチン接種の件なんですが、昨年度とちょっと

５類になって違うところもあると思うんですが、前だとある程度人数が集ま

らないとこの接種ができないとか、そういう状況もあったと思うんですが、

去年とこの接種する側が違うことというか、気をつけることがあれば教えて

ください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  今回、新型コロナのワクチンの定期

予防接種の対象者になりますけれども、まず65歳以上の方があります。それ

から、60歳以上65歳未満の方で心臓、腎臓または呼吸器の機能障害で身の回

りの生活が極度に制限される方、それからヒト免疫不全ウイルス（ＨＩＶ）

による免疫機能の障害で日常生活がほとんどできない方といった方が接種対

象者となっております。 

 次に、接種体制でございますが、以前は集団接種会場などを設けてやって

おりましたが、今回は個別の医療機関のほうで接種をしていただくことにな

ります。今回、コロナの接種につきましては、市内の28医療機関で接種する

ことができます。また、愛知県の広域予防接種の手続をしていただければ、

市外の医療機関でも接種することが可能となっております。 

 それから、以前は無料接種というような形になっておりましたが、今回は

自己負担金2,000円を御用意していただいて接種していただくというような

形になっております。 

○三輪委員  確認ですが、例えばインフルエンザのように何か送っていただ
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いたものを持っていけばそこでその金額でいいというか、そういうものが対

象者のところに送られてくるというか、そういうこともあるんでしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  現在発送準備をしておりますけれど

も、インフルエンザとコロナのワクチン接種の予診票を対象者それぞれ個別

に発送する予定となっております。発送の時期は９月20日金曜日を予定して

おります。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかにありませんでしょうか。 

〔挙手する者あり〕 

○委員長  牧野議員から本件に関して委員外議員としての発言をしたいとの

申出がありますが、会議規則第117条第２項の規定により発言を許可するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議もないようでありますので、委員外議員として発言を許し

ます。 

○牧野議員  ありがとうございます。 

 補正予算、議案の45ページの健康づくり課の新型コロナウイルス予防接種

健康被害給付費負担金なんですけれども、結構金額が4,400万円でかなり高

額、多額な感じがするんですけれども、これはどういったものが対象になる

のかということと、想定されている人数、何でこの金額なのかなというのが

あればお伝え願います。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちら、歳入に上げさせていただき

ました給付費負担金の 4,441万 2,000円につきましては、死亡の一時金が

4,420万円、葬祭料が21万2,000円、こちらは令和６年７月12日付で厚生労働

大臣から健康被害の認定審査結果で認定された方１名の内容となっておりま

す。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○牧野議員  追加の質問になります。今年度中に死亡された方に対する死亡

一時金として4,400万円ということですね。ということは、今後また死亡さ

れる認定、あまりよくない話なんですけれども、１人、２人増えたらその分
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この4,400万円が上乗せされていくという認識で大丈夫でしょうか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  先ほどの７月は国からの通知日にな

ります。こちら接種の日にちは令和４年10月28日の接種となっております。

こちらは、疾病名としては右脳の出血といった認定がされております。 

○委員長  質問としては、今後もしまた亡くなられる方が出てきたらこの金

額が、都度ですよね、その都度という形ですか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  現在、申請がこれまでに市のほうに

10件申請が出ております。その中で認定が下りたものが２件、否認されたも

のが４件、残りが４件残っておりますので、その中で死亡の認定がされた場

合におきましては、その都度死亡給付金と葬祭料などが今後補正予算で計上

して、議会でお認めいただいた後、対象者に給付をするものでございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑も尽きたようでありますので、続いて、教育部教育課

について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育課長  教育課所管の補正予算につきまして、該当箇所の御説明を申し

上げます。 

 初めに、歳入について御説明いたしますので、議案書の48ページ、49ペー

ジをお願いいたします。 

 中段やや下、22款１項７目１節小学校債と、その下、２節中学校債でござ

います。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 74ページ、75ページをお願いいたします。 

 上段、10款２項１目小学校費で、補正予算額は2,597万1,000円でございま

す。 

 はねていただきまして、76ページ、77ページをお願いいたします。 

 上段、10款３項１目中学校費で、補正予算額は1,094万5,000円でございま

す。 
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 該当箇所は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○土井委員  体育館の空調設備の件はすごくありがたいことだと思うんです

けれど、以前に学校の体育館に空調を入れても効率があまりよくなくて、あ

まり冷えないから入れないんだみたいなことを聞いて、ああ、そうなのかと

思った記憶があるんですけれど、実際どういった空調設備が導入されて、費

用対効果というか、どんな効率で冷房なり暖房なり効くのか、ちょっと素人

なので教えていただけるとうれしいです。 

○教育課長  まず空調が効く効かないということでございますが、先進地の

ほうを視察しておりまして、その中で担当者の方からしっかり効くというよ

うなお話を伺っております。 

 また、空調の性能とか、室外機の何基入れるとかについて、そのことにつ

いて、今回設計のほうで一番ベストな方法を導き出すというようなところに

なりますので、お願いいたします。 

○土井委員  この設計というのがどこまで含むか分からないんですけど、例

えば体育館の屋根とか壁とかの断熱性能とか、そういうものを何かいじる必

要とかというのはない。空調設備、新しい機械を入れるという話だけで進め

ていけるということになりますか。 

○教育課長  現時点ではございますが、基本的には断熱工事は行わず、空調

機の設置のみというところで考えております。 

○土井委員  ありがとうございます。 

 これを入れると大分電気代とかもかかってくると思うんですけれど、学校

の体育館を開放されたりしている、そういうときでも使うことができるよう

な運用になっていくのでしょうか。 

○教育課長  一つ、先ほどの質問の中でちょっと補足のほうをさせていただ

きたいんですが、断熱工事につきましては、文科省の試算によりますと、空

調設備以上の工事費がかかってくるということで、非常にコストがかかると

いうことで、光熱水費の削減効果を見ても、金額だけでいえば断熱工事を行

わないほうが有利であるというような試算結果を持っております。 
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 また、遊び場開放等については、また今後、使用料も含めて検討のほうは

していきたいというふうに考えております。 

○委員長  ほか、よろしいでしょうか。 

○三輪委員  関連してですが、今ので断熱しないほうがということなんです

が、年間光熱費というのがどのぐらいとかそういうのは分かりますか。 

○教育課長  設計段階なので何とも言えないんですが、概算で申し上げます

と、15校で大体年間2,000万円ぐらいを見込んでいるというところでござい

ます。 

○委員長  ほかはいいですか。 

○尾関委員  今、先ほど先進地視察という話になったんですけど、避難所と

して体育館を使ったときの空調の役割みたいな視察もされているということ

でしょうか。 

○教育課長  近隣市町に行ったんですが、当然体育館は避難所となっており

ますので、避難所としての設備も確認はしております。 

○須賀委員  今回は設計委託ということなんだけれども、例えば他市も視察

した中で最終的にどのぐらいの設置の事業費を見込んでおるのか、ちょっと

教えていただきたい。 

○教育課長  これも設計前ということで、設計前での現時点の見込みという

ことでございますが、１校当たり大体7,000万円程度見込んでおります。 

○委員長  ほか、よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結

いたします。 

 暫時休憩します。 

午前10時38分  休 憩 

午前10時38分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第63号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 
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○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

 議事の途中ですが、暫時休憩いたします。 

午前10時39分  休 憩 

午前10時49分  開 議 

○委員長  それでは、休憩前に引き続き会議を進めます。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第64号 令和６年度江南市国民健康保険特別会計補正予算（第２

号） 

 

○委員長  続いて、議案第64号 令和６年度江南市国民健康保険特別会計補

正予算（第２号）を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  それでは、議案第64号につきまして御説明をいたします。 

 議案書の79ページをお願いいたします。 

 令和６年議案第64号 令和６年度江南市国民健康保険特別会計補正予算

（第２号）でございます。 

 80ページから83ページにかけまして、第１表 歳入歳出予算補正及び歳入

歳出補正予算事項別明細書の総括を掲げております。 

 84ページ、85ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算の歳入でございます。 

 ７款１項１目その他繰越金で、補正予算額は9,925万4,000円でございます。 

 次に、歳出について御説明をいたしますので中段をお願いいたします。 

 ５款１項１目基金積立金で、補正予算額は9,925万4,000円でございます。 

 以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいた

します。 

○委員長  それでは、これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  では、質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結
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いただきます。 

 暫時休憩します。 

午前10時50分  休 憩 

午前10時50分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を行います。 

 議案第64号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第65号 令和６年度江南市介護保険特別会計補正予算（第１号） 

 

○委員長  続いて、議案第65号 令和６年度江南市介護保険特別会計補正予

算（第１号）を議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○介護保険課長  それでは、議案第65号につきまして御説明申し上げますの

で、議案書87ページをお願いいたします。 

 令和６年度議案第65号 令和６年度江南市介護保険特別会計補正予算（第

１号）でございます。 

 88ページ、89ページをお願いいたします。 

 第１表 歳入歳出予算補正でございます。 

 次に、90ページ、91ページには、歳入歳出補正予算事項別明細書の総括を

掲げております。 

 次に、92ページ、93ページをお願いいたします。 

 今回の補正予算の歳入でございます。 

 上段の２款２項２目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費交付

金は25万5,000円でございます。 

 その下、３款１項１目介護給付費交付金は459万9,000円で、２目地域支援

事業支援交付金は35万1,000円でございます。 
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 その下、４款３項１目地域支援事業介護予防・日常生活支援総合事業費交

付金は15万9,000円でございます。 

 その下、７款１項１目繰越金は３億4,928万8,000円でございます。 

 次に、歳出について御説明申し上げます。 

 94ページ、95ページをお願いいたします。 

 上段の３款１項１目基金積立金の補正予算額は２億2,765万7,000円でござ

います。 

 次に、下段の６款１項１目償還金及び還付加算金は１億2,671万4,000円で

ございます。 

 96ページ、97ページをお願いいたします。 

 ６款２項１目一般会計繰出金は28万1,000円でございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたし

ます。 

 暫時休憩します。 

午前10時53分  休 憩 

午前10時53分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第65号を採決します。 

 本案を原案のとおり可決することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり可決されま

した。 

――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第66号 令和５年度江南市一般会計歳入歳出決算認定について 

         のうち 

          ふくし部 
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          健康こども部 

          教育部 

         の所管に属する歳入歳出 

 

○委員長  続きまして、議案第66号 令和５年度江南市一般会計歳入歳出決

算認定についてのうち、ふくし部、健康こども部、教育部の所管に属する歳

入歳出を議題といたします。 

 なお、審査方法ですが、歳入歳出一括で各課ごとに審査したいと思います

ので、よろしくお願いいたします。 

 最初に、ふくし部地域ふくし課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○地域ふくし課長  それでは、議案第66号 令和５年度江南市一般会計歳入

歳出決算認定について、地域ふくし課所管につきまして、組織再編前の課名

により該当箇所の説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の54ページ、55ページの最上段をお願いいたします。 

 13款１項１目民生費負担金、１節社会福祉費負担金で、高齢者生きがい課

所管の老人ホーム措置費負担金でございます。 

 次に、同じページの中段やや下をお願いいたします。 

 14款１項２目民生使用料、１節社会福祉使用料のうち、高齢者生きがい課

所管の老人福祉センター目的外使用料（電柱）ほか５件でございます。 

 次に、少し進んでいただきまして、62ページ、63ページの中段をお願いい

たします。 

 15款１項１目民生費国庫負担金、３節生活保護費負担金のうち、福祉課所

管の生活困窮者住居確保給付費負担金、生活困窮者自立相談支援事業費負担

金の２件でございます。 

 次に、同じページの下段をお願いいたします。 

 ２項２目民生費国庫補助金、１節社会福祉費補助金で、福祉課所管の地域

生活支援事業費補助金でございます。 

 次に、64ページ、65ページの上段をお願いいたします。 
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 ３節生活保護費補助金のうち、福祉課所管の生活困窮者就労準備支援事業

費等補助金でございます。 

 次に、68ページ、69ページの下段をお願いいたします。 

 16款１項１目民生費県負担金、１節社会福祉費負担金のうち、福祉課所管

の民生委員活動費等負担金でございます。 

 次に、70ページ、71ページの中段をお願いいたします。 

 ２項２目民生費県補助金、１節社会福祉費補助金のうち、高齢者生きがい

課所管の老人クラブ助成費補助金、福祉課所管の地域生活支援事業費補助金、

以下３件でございます。 

 次に、少し進んでいただきまして、82ページ、83ページの下段をお願いい

たします。 

 21款５項２目雑入、11節雑入のうち、高齢者生きがい課所管の寝具洗濯実

費徴収金、ほか１件です。 

 次に、88ページ、89ページの中段をお願いいたします。 

 22款１項１目民生債、２節社会福祉債で、高齢者生きがい課所管の（仮

称）多世代交流プラザ整備事業債でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 158ページ、159ページをお願いいたします。 

 ３款１項１目高齢者福祉費で、はねていただきまして、161ページ、最上

段の備考欄、日常生活支援事業から、165ページ上段の（仮称）多世代交流

プラザ整備等事業まででございます。 

 続きまして、同じページの164ページ、165ページの上段をお願いいたしま

す。 

 ３款１項２目障害者福祉費で、備考欄、地域福祉活動推進事業から基幹相

談事業までと、167ページ中段の権利擁護事業から社会福祉法人等支援事業

まで、少し進んでいただきまして、173ページ最上段の障害者等生活支援事

業のうち、タクシー基本料金助成事業と原爆被爆者検診費助成事業でござい

ます。 

 続きまして、180ページ、181ページをお願いいたします。 
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 下段の３款１項４目福祉活動費で、備考欄、社会福祉関係団体育成事業か

ら、183ページ上段の民生委員推薦会事業まででございます。 

 続きまして、208ページ、209ページをお願いいたします。 

 下段の３款３項１目生活保護費で、211ページ最下段の備考欄、生活困窮

者住居確保給付金給付事業、213ページ上段の生活困窮者自立相談支援事業

でございます。 

 次に、214ページ、215ページ下段をお願いいたします。 

 ４項１目被災者支援費で、備考欄、災害援護事業でございます。 

 歳出は以上でございます。 

 なお、令和５年度決算に係る主要施策の成果報告書の178ページから183ペ

ージ、188ページから189ページ、192ページから195ページに地域ふくし課所

管の施策評価の結果を、221ページと224ページから228ページに事業を掲載

しておりますので、御参照ください。 

 説明は以上でございます。補足説明はございません。どうぞよろしくお願

いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○土井委員  決算書の163ページの一番上に老人クラブ補助金と老人クラブ

連合会補助金があると思うんですけれども、ここで老人クラブ補助金として

出されている老人クラブというのは、老人クラブ連合会に入っている老人ク

ラブに個別に出している補助金で、連合会補助金は連合会全体として出す、

中身は一緒という、個別に出しているのと、全体に出しているのですけれど、

同じ要は中身は老人クラブという理解でよろしいでしょうか。 

○地域ふくし課長  補助金としては、老人クラブ、連合会に対して補助を出

しています。連合会に対する補助金と地区で活動してみえる老人クラブにそ

れぞれ出しています。単位老人クラブ、地区の老人クラブに対しては合計で

211万9,800円を支出しておりまして、連合会に対する補助といたしましては

105万6,784円というところで、老人クラブ補助金は地区への補助金、連合会

補助金はそのまま団体への補助金という形になります。 

○土井委員  この老人クラブの地区ごとの単位での補助金を受け取れる老人
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クラブも連合会に入っている老人クラブということですね。 

○地域ふくし課長  お見込みのとおりでございます。 

○土井委員  主要施策の成果報告書のほうの180ページが関連するのかなと

思うんですけれど、老人クラブの会員数が減少傾向にあるものの、地域の集

まりの場は少しずつ増えてきているというふうに評価してくださっていると

思うんですけれど、この地域の集まりの場が増えてきているなあ、これでい

いなあと市が認識しているのは、例えばどういう場のことなのかというのを

ちょっと教えていただけますか。 

○地域ふくし課長  地域の場で増えているというところでいいますと、地域

のサロン活動の場が増えてきています。これは社会福祉協議会のほうに生活

支援体制整備事業という事業を委託しておりまして、この事業というのは地

域の困り事とか、そういうサロンの活動の場とか、そういった創出のお手伝

いをするというところで、その各南部、中部、北部と圏域ごとにアドバイザ

ーを置いた形で聞き取りしながらというところで進めている事業になるんで

すけど、この事業が少し機能しているというところで、サロンが今全体で32

ありまして、新規に令和５年度に２サロン増えているというところで、少し

ずつそこで高齢者の社会参加の場という割合というのが増えているのかなと

いうふうに認識はしております。 

○委員長  ほか、よろしいでしょうか。 

○須賀委員  政策評価の178ページで、高齢者の在宅生活のため福祉サービ

スが充実していると感じる市民の割合というのが実績値15％ということで、

かなり昔より下がっているということで、これはそもそも何が原因でこうい

う数字になったかという分析はされてみえますでしょうか。 

○地域ふくし課長  この15％に低下している要因というところなんですけれ

ども、一概に確実な、推測も入るんですが、まずこの市民満足度調査におい

て、高齢者の生活支援に対する調査結果というのが、一定の満足がある割合

が15％、この指標に示された結果になります。どちらとも言えないというの

が64.2％、少なからず不満足であるという割合が17.4％というところで、半

数以上がどちらとも言えないという回答になっています。 

 この低下の要因としましては、まず健常な高齢者というのが増えていると
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いう状況があると思います。この在宅生活のための福祉サービスというとこ

ろを指すのが緊急通報装置とか救急医療情報キット、独居老人とか、そうい

った方々に対する支援サービスというところがそれに当たるんですけど、そ

ういったものを必要としない健常の高齢者が増えている。増えることによっ

てどちらとも言えないという回答が増えますので、必然的に満足度がそこで

若干下がっているというふうに推察はしています。 

 でも、実際この数字というのを上げていくという目標を立てておりますの

で、それに当たっては、今後また今年の10月からなんですけど、補聴器の購

入費助成とかを進めてまいりますので、そういったサービスというのを増や

していきながら数字の向上というところは努めていきたいと考えております。 

○委員長  よろしいでしょうか、ほかは。 

○須賀委員  そもそも高齢化で要支援高齢者というのがかなり増加しておる

のかどうか、その辺はどうなんですかね。元気な高齢者も増加しておると思

うんですけれども、そもそも要支援高齢者というのは。 

○地域ふくし課長  要支援者の数でございますが、要支援者の数も若干上昇

傾向にありまして、令和３年、令和４年、令和５年の３か年でお答えさせて

いただきますと、要支援者１の方が令和３年が594人、令和４年が627人、令

和５年が652人と徐々に上がっている。要支援者２の方に関しては、令和３

年が689人、令和４年が691人、令和５年が720人というところで、要支援者

の数も少しずつ増えているという現状はあります。 

○須賀委員  今お答えいただいたのは介護保険における要支援者数というこ

とですよね。要支援１と２の合計ということですかね。 

 要支援といっても例えば経済的な支援が必要だとか、そういったものの把

握はしてみえないということですかね、そういった意味の要支援という。 

○地域ふくし課長  すみません、遅くなって申し訳ありません。 

 高齢者の生活困窮を先ほど少しお話しいただきましたので、その相談件数

でいきますと少しばらつきはあるんですけど、令和５年度が相談件数84件に

対して15件が高齢者世帯、前年度が106件に対して９件ということで、相談

に当たっての件数というのもばらつきはあるんですけれども、増えていると

いうのはございます。 



３９ 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  165ページの基幹相談事業のことでちょっとお尋ねしたいんで

すが、臨床心理士の方の謝礼が100万6,500円、あと会計年度任用職員が472

万8,780円というふうになっていますけど、この相談事業は専門職が必要と

いうようなことが成果報告書にも書かれているんですが、どういう体制で行

っているのかというのをお尋ねいたします。 

○地域ふくし課長  基幹相談事業については社会福祉協議会に委託しており

まして、社会福祉協議会の正職員を４名配置しています。いずれも有資格者

です。 

 その資格の内訳につきましては、社会福祉士と相談支援専門員を兼ねる職

員が２人、介護福祉士と相談支援専門員の資格を有する者が１人、介護福祉

士の資格を有する者が１人という形の４人になっております。 

○委員長  よろしいですか。 

○三輪委員  さっきの臨床心理士の予算もあるんですけど、臨床心理士は

時々いらっしゃるとか、週１回とか、何か決まったあれでいらっしゃってい

るんでしょうか。 

○地域ふくし課長  発達相談と巡回相談という形になりまして、発達相談が

月２回、巡回相談というのが、月によってばらつきがありますけど、年間31

回、相談員、臨床心理士にお越しいただいてという形で実施したものでござ

います。 

○委員長  ほか、よろしいですか。 

○三輪委員  173ページの障害者タクシーのところもいいんですか。何かど

こが通るかがよく分からない。 

 タクシー基本料金助成事業のところで、高齢者でいうとあんまり使われて

いないという状況もあったんですが、障害者の場合でいうと、申請されて使

われているのがどのぐらいというのが分かれば教えてください。 

○地域ふくし課長  まず前年度、障害者は福祉課、高齢者は高齢者生きがい

課という形で、それぞれ予算を持って事業を執行したものですから、それぞ

れの形でお答えをさせていただきますと、令和５年度にまず利用された方は、
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先に障害のほう申し上げますと695人で、利用率、その方々が使用した率と

いうのが26.3％、前年度が22％でしたので少し上がったような状況になって

おります。 

 続きまして、高齢者のほうになります。高齢者の方が利用された人数は

1,699人で使用率は23.4％、こちらは令和４年度が25.3％でしたので、若干

減という形になっています。 

○三輪委員  やっぱり20％台という低い割合というのは、初乗り料金だけと

いうことで、やはりちょっと使い勝手が悪いということなのか、何かその理

由とか、改善策とか何かあるでしょうか。 

○地域ふくし課長  現状、少し利用率が高齢者に当たっては低くなっている、

障害者の方に関しては若干上がってはいるんですけど、利用枚数としては少

し下がっているという現状があります。その要因としては、初乗り料金、令

和５年の３月からタクシー料金の運賃の値上げがありましたので、そこが少

しあるのかなというのは認識しております。 

 今後、その改善に当たってという話なんですけど、現状具体的などうして

いくというところは、はっきり申し上げることはなかなか難しい現状でして、

今年度から迎車回送料金の負担というところもやらせていただいております

ので、今後はまた都市計画課ですかね、公共交通の部局と相談しながらとい

うふうになると思っております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようでありますので、続いて介護保険課について審

査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○介護保険課長  それでは、議案第66号 令和５年度江南市一般会計歳入歳

出決算認定の介護保険課の所管について御説明申し上げますので、事項別明

細書の60ページ、61ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 最上段の14款２項２目１節社会福祉手数料で、備考欄の高齢者生きがい課
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所管分、事業者指定手数料はじめ２件でございます。 

 次に、62ページ、63ページをお願いいたします。 

 上段の15款１項１目１節社会福祉費負担金で、高齢者生きがい課所管分の

低所得者保険料軽減負担金でございます。 

 次に、66ページ、67ページをお願いいたします。 

 上段の15款４項１目２節社会福祉費交付金で、高齢者生きがい課所管分の

新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。 

 次に、68ページ、69ページをお願いいたします。 

 下段の16款１項１目１節社会福祉費負担金で、高齢者生きがい課所管分の

低所得者保険料軽減負担金でございます。 

 次に、70ページ、71ページをお願いいたします。 

 中段の16款２項２目１節社会福祉費補助金で、高齢者生きがい課所管分の

社会福祉法人利用者負担軽減対策事業費補助金と、１つ飛んで、介護施設等

整備事業費補助金でございます。 

 次に、86ページ、87ページをお願いいたします。 

 最下段の21款５項３目１節過年度収入で、高齢者生きがい課所管分の令和

４年度分低所得者保険料軽減国庫負担金精算金及び県費負担金精算金でござ

います。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、158ページ、159ページをお願いいたします。 

 最上段、３款１項１目高齢者福祉費、備考欄、人件費等から最下段の介護

サービス事業所等新型コロナウイルス感染症対策支援事業まででございます。 

 次に、162ページ、163ページをお願いいたします。 

 163ページの備考欄の上段、高齢者生きがい促進事業、高齢者教室事業で

ございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

 よろしいでしょうか。 
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〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑もないようでありますので、続いてふくし支援課につ

いて審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○ふくし支援課長  それでは、ふくし支援課所管につきまして、組織再編前

の課名により該当箇所の御説明をさせていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の54ページ、55ページ、下段をお願いいたします。 

 14款１項２目１節社会福祉使用料、右側の備考欄、ふくし支援課所管は、

心身障害者小規模授産施設目的外使用料（電柱）ほか１件でございます。 

 次に、少し飛びまして、62ページ、63ページの上段をお願いいたします。 

 15款１項１目１節社会福祉費負担金、備考欄、ふくし支援課所管は、特別

障害者手当等給付費負担金ほか３件。 

 次に、３節生活保護費負担金、備考欄、ふくし支援課所管は、生活保護医

療扶助費負担金ほか７件。 

 下段の２項２目１節社会福祉費補助金、備考欄、地域生活支援事業費補助

金。 

 次に、64ページ、65ページ上段、３節生活保護費補助金、備考欄、ふくし

支援課所管は、生活保護費補助金ほか２件。 

 次に、66ページ、67ページの上段をお願いいたします。 

 15款３項２目１節社会福祉費委託金、備考欄、ふくし支援課所管は、特別

児童扶養手当支給事務費委託金。 

 その下、２節生活保護費委託金、備考欄、支援相談員配置経費委託金。 

 次に、中段の４項１目２節社会福祉費交付金、右側備考欄、ふくし支援課

所管は、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金。 

 その下、３節生活保護費交付金、新型コロナウイルス感染症対応地方創生

臨時交付金ほか１件。 

 次に、68ページ、69ページをお願いします。 

 下段の16款１項１目１節社会福祉費負担金、備考欄、ふくし支援課所管は、

障害者自立支援給付費負担金ほか２件。 
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 続いて70ページ、71ページをお願いします。 

 上段の３節生活保護費負担金、備考欄、生活保護費負担金。 

 次に、中段の２項２目１節社会福祉費補助金、備考欄、ふくし支援課所管

は、特別障害者手当等支給費補助金ほか４件。 

 次に、74ページ、75ページの中段をお願いします。 

 ３項２目２節生活保護費委託金、備考欄、ホームレス実態調査交付金。 

 次に、82ページ、83ページをお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入、備考欄、ふくし支援課所管は、中国残留邦人等支

援給付費返還金ほか10件。 

 次に86ページ、87ページの最下段をお願いいたします。 

 ３目１節過年度収入、備考欄、ふくし支援課所管は、令和４年度分障害者

自立支援医療給付費国庫負担金精算金ほか４件でございます。 

 続いて、歳出でございます。 

 164ページ、165ページをお願いいたします。 

 上段の３款１項２目障害者福祉費でございます。 

 167ページの上段をお願いいたします。 

 右側備考欄、障害者支援区分認定審査事業。 

 次に、同じページ下段の障害者手当等支給事業から、少しページが飛びま

すが、171ページ最下段の在宅障害者デイサービス施設「あゆみ」維持運営

事業まで。 

 次に、173ページ最上段の障害者等生活支援事業のうち、２つ目、給食サ

ービス事業と、その下、コミュニケーション支援事業、次に１つ飛んで、障

害福祉計画等策定事業でございます。 

 再び少し飛びますが、208ページ、209ページをお願いします。 

 下段、３款３項１目生活保護費で、右側備考欄、生活保護事業から、211

ページ下段の中国残留邦人等生活支援事業まで、次に213ページ上段の被保

護者就労支援事業、次に、同じページ中段の新型コロナウイルス感染症生活

困窮者自立支援金支給事業から、215ページ中段の物価高騰対応重点支援給

付金支給事業（拡大分）まででございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 
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○委員長  これより審査を行います。 

 質疑はありませんか。 

○須賀委員  成果報告書の229ページで、これは標準化に関する施策であれ

ば、今年度実施すれば国庫の対象になったんじゃないかなと思うんだけど、

その辺、何で令和５年度で実施したのかという。 

○ふくし支援課長  こちらの今回のこの事業につきましては、令和５度まで

使っていた障害者福祉システムが標準化に対応しないとメーカーのほうで言

われていまして、その関係から新しい標準化対応するシステムを入れ替える

必要があったというのが根本にありまして、その入替えについては国庫補助

の対象にならないということになっておりましたので、これについては国庫

補助の対象から外れていると、国庫補助がもらえない事業ということでござ

います。 

○委員長  よろしいですか。 

○須賀委員  はい。 

○委員長  ほか、ありませんでしょうか。 

○尾関委員  成果報告書の190ページのことで教えてほしいんですけど、実

績値ゼロというのは該当者ゼロなのか、その進学率がゼロ％なのか、どちら

ですか。 

○ふくし支援課長  この実績値ゼロというのは、中学３年生だった子が実際

にはお二人いらっしゃいました。お二人いらっしゃいましたが、どちらも進

学を希望しない子供でした。お一人は、デリケートなお話になってしまいま

すけれど、不登校であったというお子さんと、もう一人は障害福祉サービス

のＢ型就労を希望していたと、実際に今Ｂ型就労で働いているという子供で

あったため、２名の対象に対して実績がゼロという意味のゼロでございま

す。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○尾関委員  その辺の、もちろんお声がけとか対策とかは練られているんだ

と思います。結果がこれだったとは思うんですけど、４番の成果と課題の分

析には全くその辺りが触れられていなくて、個人の話だから言いづらいのか

分からないですけど、ここに列記していただいた文章があんまり成果と課題
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の分析になっていないなと思ったので、ちょっとその辺りは今後検討くださ

いというところです。 

○委員長  よろしいですか、お答えを。 

○ふくし支援課長  今回、個々に関しては高校進学率は100％というような

ときもございましたので、そういった対応をしておったということですが、

今回、たまたま対象であったお子さんがそういった事情であったということ

で、ケースワーカーの守備を超えた範囲であったのかなというふうに思って

おりますが、今後につきましては、当然ケースワーカーも将来へ向けての進

路の相談には引き続き乗ってまいりますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長  ほかはありませんでしょうか。 

○土井委員  ちょっと関連して、今の同じ190ページのところ、令和５年度

だけでなく、令和３年度、令和４年度の決算額も全部ゼロになっているんで

すけれど、これは進学した方がいらっしゃらないとゼロになるのか、そもそ

もこの支援事業に何もお金がかからないということなのか、お願いします。 

○ふくし支援課長  後者のほうでございまして、進学の事業については特段

予算がないということでございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  成果報告書の184ページのところで、やはり今、親亡き後とい

うことで、グループホームなんかが必要ということが言われていて、就労継

続支援のサービスの利用人数とかはかなり増えていて、グループホームの利

用人数も増えているんですけど、結局利用したい方が多いけれど、実際にま

だまだこれでは足りないという状況なのか、実際のところはどうなんでしょ

うか。 

○ふくし支援課長  グループホームについても、就労継続支援についても、

現状のニーズとしてはまだまだあるというふうに認識しております。 

○三輪委員  やっぱりそういう施設が何か建物を建てようとか、グループホ

ームを造ろうというときはかなりのお金がかかって、いろんなところからの

支援はあると思うんですけれども、そういうのに対する支援というのはどん

なものがあるのか教えてください。 
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○ふくし支援課長  まず、国・県のほうから施設整備、建設費用ですとか改

修費用といった補助金がございます。 

 市のほうでも条例がございまして、条例の名前をちょっと忘れてしまいま

したけど、社会福祉施設の整備に当たっての補助がございます。補助要件と

しては、国が２分の１、県が４分の１、県のさらに２分の１が市の補助率と

いうことでございます。そういったことがございます。 

○三輪委員  例えば、この年に何か申請して、そういうのが許可されたとか

されなかったとか、そういうようなことは近々あったんでしょうか。 

○ふくし支援課長  １件、今は申請が出ておりまして、令和７年度予算で共

同生活援助（グループホーム）の申請が出ておりますので、それに関しては

令和７年度に市のほうでも予算をお願いしてまいります予定でございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようですので、続いて保険年金課について審査しま

す。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  保険年金課所管の決算について御説明いたします。 

 決算書の62ページ、63ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 上段にございます15款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、保険年金課

所管の国民健康保険基盤安定負担金はじめ２項目でございます。 

 次に、66ページ、67ページをお願いいたします。 

 最上段にございます15款３項２目１節社会福祉費委託金のうち、保険年金

課所管の国民年金等事務費委託金でございます。 

 次に、68ページ、69ページをお願いします。 

 下段の16款１項１目１節社会福祉費負担金のうち、保険年金課所管の国民

健康保険基盤安定負担金はじめ４項目でございます。 

 次に、70ページ、71ページをお願いいたします。 

 上段の16款２項２目１節社会福祉費補助金のうち、保険年金課所管の後期
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高齢者福祉医療費補助金はじめ６項目と、その下にございます２節児童福祉

費補助金のうち、保険年金課所管の母子・父子家庭医療費補助金はじめ４項

目でございます。 

 次に、82ページ、83ページをお願いいたします。 

 中段やや上にございます21款５項２目４節医療費付加給付徴収金の障害者

医療高額療養費徴収金はじめ10項目でございます。 

 次に、84ページ、85ページをお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入のうち、中段やや上にございます保険年金課所管の

後期高齢者健康診査委託費はじめ２項目でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 174ページ、175ページをお願いいたします。 

 中段、３款１項３目社会保障費、備考欄、人件費等から、180ページ、181

ページ中段、国民年金事業までの14事業でございます。 

 大きくはねていただきまして、206ページ、207ページをお願いいたしま

す。 

 中段やや下にございます３款２項３目医療助成費の福祉医療費助成事業と

子ども医療費助成事業の２事業でございます。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○土井委員  成果報告書の252ページで、子ども医療費助成事業について、

令和５年度は過去最大の予算額としていたが、見込みを上回る状況となった

という、この令和５年度で結構伸びているのはどういう原因があると分析さ

れていますか。 

○保険年金課長  令和４年の10月診療分から子ども医療の年齢が拡大したこ

とがありまして、令和４年度は10月からだったんですけれど、令和５年度は

１年間通年で高校生が子ども医療の対象になったことが一番大きな原因だと

思います。 

 あと、コロナが明けまして、コロナウイルス感染症が５類になったという

こともありまして、その関係で、子ども医療費に限りませんけれど、全体的
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に医療費が伸びているので、その影響もあったかと考えております。 

○土井委員  ありがとうございます。 

 多分、この適正な受診を促す必要があるというのは今後のことだと思うん

ですけれど、国民健康保険だと医療費の明細みたいなのが後から郵送で送ら

れてきたりすると思うんですけど、この子ども医療費ってどれだけ使ってい

るかって結構実感できない、いつもゼロ円というふうに書かれていて。未就

学児の１人当たりの受給件数23件というのは、多分あんまりそこまで受給し

ていない方もいらっしゃることを考えるとかなり行かれている方もいらっし

ゃると思うんですけれど、そういった適正な受診を促せるような取組って今

はされていたり考えられていたりしますか。 

○保険年金課長  委員おっしゃるとおり、子ども医療費は医療費が無料とい

うことで気軽に受診するという現状はございますが、重症化する前に行って

いただきたいので無理に我慢して行かないということは避けていただきたい

んですけれど、適正な受診ということで、ホームページのほうには適正な受

診をお願いしますと、この医療費は税金で負担していますのでというような

内容のものを掲載しております。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  177ページの特定健康診査・特定保健指導事業のところで、成

果報告書でいうと249ページなんですが、議案質疑の中でも、がん検診とか

が少ないという話もあったんですが、特定健診そのものも受診率が42.19％

という半分もいっていないという状況で、いろいろその対策はされていると

思うんですけれども、これではやはり早めに受診しないと医療費がかさむと

いうのがあるのでもうちょっと受けてもらいたいと思うんですが、何か方法

とか考えていらっしゃるでしょうか。 

○保険年金課長  受診率が目標よりは少ないということは認識しておりま

す。 

 県内の中では、江南市は受診率は高いほうだということですが、まだまだ

目標のほうには達しておりませんので、これからも受診率向上に努めていき

たいとは考えておりますけれど、受診をされていない方に関しましてお手紙
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を送っているんですけれど、そのお手紙のほうも一律で受けてくださいとい

うことで送るのではなく、その方の過去の医療機関に受診した内容によりま

すとか、その方に合った内容の受診勧奨のほうをすることによって、今後は

上昇に努めていきたいと考えております。 

○三輪委員  特に国保の場合は、やっぱり本当に国保の料金が高くなるのは

とにかく病院にかかる方が多いというか、重症になってからかかる方が多い

ということですので、そういうことも含めて、もうちょっとその特定健診等

で早めに受診して、医療費を減らして国保を下げましょうみたいな、そうい

うキャンペーンができるといいんじゃないかなというふうに思うんですけれ

ども、もうちょっとその辺を積極的にキャンペーンをしていただきますよう

よろしくお願いします。要望です。 

○委員長  要望ですね。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○須賀委員   成果報告書の249ページの特定保健指導の実施状況というの

で、これを見てちょっと私は驚いたんだけれども、１割ぐらいの人しか保健

指導を受けていないということなんだと思うんですけど、これというのは、

どうしてそういうことになっているかちょっとよく分からないんだけど。 

 病院からちゃんと受けてくださいという指導があってやるものだと思っ

て、私も受け取るんだけど、毎回。だから、そういうどうして１割しか受け

ていないのか。罰則も何もないから、お金もかからないのに、何でそういう

ことになっているのかちょっとよく分からないもんで状況を説明してもらえ

ますか。 

○保険年金課長  特定健診を受けられた結果、特定保健指導に該当する方に

は該当していますということは、江南市のほうから通知はしておるところで

ありますが、実際に10％強ということで低いという数値であることも認識を

しておりますが、勧奨はしているんですけれど、どうしてその後特定保健指

導を受診しようという行動につながっていないかというところの分析はなか

なかし切れていないところでございます。 

○須賀委員  これってそもそも医療費削減のために、要は病気になる予備群

ということでやっておると思うんだけど、もう少しそこへ力を入れないと医
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療費の削減につながらないということで、新たに何か対策か何か考えるとい

うのも、これって費用って病院に払っておるんですかね、特定健診を受診さ

れる方の費用というのは。 

○保険年金課長  特定健診の費用のほうは国の補助がついておりますので、

あと市の負担もございますが、今、江南市におきましては、本人負担が

1,000円ということですので、それ以外の部分は国と市のほうで負担をして

いることになります。 

○須賀委員  1,000円、本人負担がですか。 

○委員長  本人負担が1,000円か。 

○保険年金課長  本人負担が1,000円です。 

○須賀委員  1,000円を本人が払って受けておるということですか。特定保

健指導料を私は払った覚えはないんだけれども。 

○保険年金課長  特定健康診査のほうは1,000円で、特定保健指導のほうは

ゼロ円です。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

〔挙手する者あり〕 

○委員長  牧野議員から、本件に関して委員外議員としての発言をしたいと

の申出がありますが、会議規則第117条第２項の規定により発言を許可する

ことに御異議ございませんか。 

 よろしいですか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議もないようですので、委員外議員としての発言を許しま

す。 

○牧野議員  ありがとうございます。 

 成果報告書の252ページなんですけれども、この「めざす成果」は健康に

暮らすことができるということで、そうすると活動指標が処理ミス件数とい

うのがあんまりマッチしていない。 

 目標に対して指標の対象が、何でそもそも処理ミス件数を取り上げたのか

ということをまずお尋ねいたします。 
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○保険年金課長  活動指標として処理ミス件数が適しているかどうかという

お尋ねですが、この事業自体は何か目標にするというところを考えるに当た

りまして、たくさん受診してもらえばいいというわけでもなく、受診しても

らわなければいいというわけでもないことから、この目標が一番適している

かということで考えております。 

○委員長  牧野議員、よろしいですか。 

○牧野議員  例えばアイデアといえばアイデアなんですけれども、まず受診

者数と重症者数、この対象の18歳以下の方の重病者数とかというのに人口割

にするとかいうことで、さっき言った重症化する前に早く受けてもらうとい

うのを例えばはかれると思うんですけど、それについてはどう思われます

か。 

○保険年金課長  御提案ありがとうございます。 

 子ども医療に限らずほかの医療もそうなんですけれど、受診の細かい内容

が載っているレセプトと言われているものが、こちらは江南市のほうにない

ことから、全ての方、国民健康保険に関しては国民健康保険ということで市

が運営しておりますのでありますが、そのほかの一般的な会社の保険とか、

公務員の保険とかに入っている方に関しては細かいレセプトの情報がないも

んですからそういった分析はなかなか難しいのではないかというふうに考え

ております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 では、質疑はよろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  質疑も尽きたようです。 

 では議事の途中ですが、暫時休憩いたします。 

午前11時52分  休 憩 

午後１時09分  開 議 

○委員長  では、少し時間より前になりますけれども、皆さんおそろいです

ので、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 当局から、先ほどの三輪委員の質疑に対する答弁を訂正したい旨の申出が

ありましたので、この訂正の申出を許可します。 
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○ふくし支援課長  初めに、貴重なお時間をいただきまして、誠に申し訳あ

りません。 

 三輪委員からの御質問に対して訂正がありましたので、答弁訂正をさせて

いただきます。 

 まず、市の補助金の根拠となる例規でございますが、江南市社会福祉法人

の助成に関する条例及び江南市社会福祉法人の助成に関する条例施行規則と

いうものがございました。先ほどは例規の名前が申し上げられませんでした。 

 また、先ほど補助に対しまして令和７年度当初予算でというお話をさせて

いただきましたが、正しくは令和６年度の当初予算に障害福祉サービス等施

設整備費補助事業といたしまして、社会福祉法人きそがわ福祉会へ助成する

ものとして予算を既にお認めいただいておりました。 

 そして、補助率につきましてですが、先ほど国が２分の１、県４分の１と

申しましたが、正しくは国が３分の２、県が３分の１でございました。市の

助成につきましては、先ほど回答をさせていただきましたとおり、県の補助

額の２分の１で全体の６分の１相当の金額を国が定める基準額に上乗せして

支払われるものでございます。 

 国と県で100％の補助となりますが、基準額を超えて市が上乗せする理由

としましては、実際の施工費が国の定める基準額より低い額に定められてい

ること、また国と県による補助対象経費は外溝の経費ですとか備品に関する

費用などが除外されておりますことから、施設整備に当たって江南市として

その一部を補助していくというものでございます。 

 また、補足しての説明でございますけれど、この施設については共同生活

援助、いわゆるグループホームでございますけれど、そのグループホームに

加えまして、短期入所、相談事業所などの多機能型の施設として整備される

予定でございますので、付け加えさせていただきます。 

 説明は以上でございます。大変申し訳ございませんでした。 

○委員長  この答弁に対して何か質問、よろしかったでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、これで終了します。 
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 では続いて、健康こども部こども未来課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○こども未来課長  それでは、令和５年度江南市一般会計歳入歳出決算認定

のうち、こども未来課所管の該当箇所について御説明をいたします。 

 なお、令和５年度に福祉課、こども政策課、保育課の所管であったものが、

今年度機構改革により、こども未来課の所管に再編されております。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の54ページ、55ページの下段をお願いいたします。 

 14款１項２目１節社会福祉使用料、備考欄、福祉課のうち、わかくさ園目

的外使用料（駐車場）でございます。 

 次に、56ページ、57ページの最上段をお願いいたします。 

 14款１項２目２節児童福祉使用料、備考欄、保育課、保育所保育料はじめ

５項目でございます。 

 次に、60ページ、61ページの上段をお願いいたします。 

 14款２項２目２節児童福祉手数料、備考欄、こども政策課、病児・病後児

保育利用手数料でございます。 

 次に、62ページ、63ページの上段をお願いいたします。 

 15款１項１目２節児童福祉費負担金、備考欄、こども政策課のうち、児童

扶養手当支給費負担金及び児童手当費負担金でございます。 

 同じく62ページ、63ページの最下段をお願いいたします。 

 15款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、こども政策課のうち、母

子・父子家庭自立支援給付金事業費補助金、低所得の子育て世帯に対する子

育て世帯生活支援特別給付金給付事業費補助金、同じく低所得の子育て世帯

に対する子育て世帯生活支援特別給付金給付事務費補助金、その下、保育課、

子ども・子育て支援体制整備総合推進事業費補助金はじめ、65ページまでの

４項目でございます。 

 次に、66ページ、67ページの中段をお願いいたします。 

 15款４項１目１節児童福祉費交付金、備考欄、こども政策課のうち、子ど

も・子育て支援交付金、就学前教育・保育施設整備交付金、新型コロナウイ

ルス感染症対応地方創生臨時交付金、次世代育成支援対策施設整備交付金、
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その下、保育課、子ども・子育て支援交付金はじめ４項目でございます。 

 次に、68ページ、69ページの上段をお願いいたします。 

 15款４項４目１節教育総務費交付金、子ども・子育て支援交付金でござい

ます。 

 同じく68ページ、69ページの最下段をお願いいたします。 

 16款１項１目２節児童福祉費負担金、備考欄、こども政策課のうち、児童

手当費負担金、はねていただきまして71ページ、保育課、子どものための教

育・保育給付費負担金はじめ２項目でございます。 

 同じく70ページ、71ページの下段をお願いいたします。 

 16款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、こども政策課のうち、地域

子ども・子育て支援事業費補助金、その下、保育課、施設型給付費等補助金

はじめ８項目でございます。 

 次に、72ページ、73ページの下段をお願いいたします。 

 16款２項８目１節教育総務費補助金、備考欄、こども政策課のうち、地域

子ども・子育て支援事業費補助金でございます。 

 次に、74ページ、75ページの上段をお願いいたします。 

 16款３項２目１節児童福祉費委託金、備考欄、こども政策課、母子父子寡

婦福祉資金事務委託金でございます。 

 次に、76ページ、77ページの上段をお願いいたします。 

 16款４項５目２節児童福祉費交付金、備考欄、保育課、地域児童福祉事業

等調査事務市町村交付金でございます。 

 次に、78ページ、79ページの下段をお願いいたします。 

 18款１項４目１節児童福祉費寄附金、備考欄、保育課、寄附金でございま

す。 

 次に、80ページ、81ページの最上段をお願いいたします。 

 19款１項１目１節基金繰入金、備考欄、保育課、江南市森林環境譲与税基

金繰入金でございます。 

 次に、82ページ、83ページの中段をお願いいたします。 

 21款５項２目５節保育園給食費徴収金、備考欄、保育課、３歳以上児徴収

金はじめ２項目でございます。 
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 同じく82ページ、83ページの最下段をお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入、備考欄、福祉課のうち、障害児通所給付事業利用

料、はねていただきまして84ページ、85ページ上段、障害児通所給付費、は

ねていただきまして86ページ、87ページの下段、こども政策課のうち、愛知

県子育て世帯臨時特別給付金返納金、低所得の子育て世帯への子育て世帯生

活支援特別給付金返納金、児童手当返納金、児童扶養手当返納金、江南市児

童扶養手当返納金、その下、保育課、児童福祉等実習指導委託費はじめ３項

目でございます。 

 次に、88ページ、89ページの上段をお願いいたします。 

 21款５項３目１節過年度収入、備考欄、こども政策課のうち、令和４年度

分児童手当費国庫負担金精算金、その下、保育課、令和４年度分子どものた

めの教育・保育給付費国庫交付金精算金はじめ５項目でございます。 

 同じく88ページ、89ページの中段をお願いいたします。 

 22款１項１目３節児童福祉債、備考欄、こども政策課、（仮称）多世代交

流プラザ整備事業債でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 次に、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、164ページ、165ページ中段をお願いいたし

ます。 

 ３款１項２目障害者福祉費でございます。こども未来課の所管となります

のが、はねていただきまして173ページの中段にございます備考欄、わかく

さ園維持運営事業でございます。 

 少しはねていただきまして、184ページ、185ページの中段をお願いいたし

ます。 

 ３款２項１目こども政策費でございます。こども未来課の所管を備考欄に

括弧書きで記載のございます中事業名で申し上げます。 

 185ページ中段の子ども・子育て支援推進等事業、その下、病児・病後児

保育事業、はねていただきまして187ページ上段、認可保育所等整備促進事

業、その下、子育て支援センター維持運営事業のうち、小事業名、第３子育

て支援センター整備費補助事業、少しはねていただきまして193ページ上段、



５６ 

児童・遺児手当等事業、またはねていただきまして195ページ上段、母子・

父子家庭自立支援給付事業、その下、母子等福祉推進事業、その下、低所得

の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金支給事業、はねていた

だきまして197ページ最上段、子育て世帯等臨時特別支援事業、その下、子

育て世帯臨時特別給付金支給事業、その下、児童館等維持運営事業のうち、

小事業名、児童館等維持事業の一部でございます。はねていただきまして、

199ページ最上段、児童館等整備等事業でございます。 

 同じく198ページ、199ページの下段をお願いいたします。 

 ３款２項２目保育費、備考欄、人件費等から、206ページ、207ページの中

段、幼稚園補助事業まででございます。 

 また、大きくはねていただきまして、318ページ、319ページの最下段をお

願いいたします。 

 10款１項３目放課後児童費でございます。放課後子ども総合プラン事業

（放課後児童健全育成）のうち、施設維持に関する部分でございます。 

 こども未来課の所管は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○野下委員  199ページの保育園関係で時間外勤務手当とありますよね。こ

の保育園の場合は時間外勤務手当というのはどのように決められるのか、そ

れをちょっと教えてもらえますか。高額な金額にはなるんであれですけど、

どういう基準でこれは算定されるのか。 

○こども未来課長  保育士の時間外勤務手当でございますが、市の事務職等

と同様に勤務した時間をお支払いするという形になります。 

○野下委員  詳細が勉強不足で分かりませんが、これは例えば、保育園であ

れば園長が一番上にいるんですけど、園長が今日はあなた何時までですよと

か、そういうふうにするのか、自分が今日は何時までやりますよとか自己申

告でやるのか、これはどういうふうになっていますか。 

○こども未来課長  保育士の業務に関しまして、当然お子さんを見る保育の

時間と事務の時間、またはいろんな保育参観等の準備の時間というふうに分

けられると思いますけれども、事務の時間につきましては基本的にノンコン
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タクトタイムということでいろいろお話をさせていただいておったんですけ

れども、お子様を直接見るんではなくて事務とかを充てる時間、お子さんと

ちょっと離れる時間ということで設けまして、事務時間等、準備といいます

か、そういった時間を設けるようにしております。 

 実際、どうしても時間外勤務が発生するものもございますので、そういっ

たものといたしましては職員会議、週に１回水曜日に時間外の時間を設けて

全ての職員が集まってお話しする時間を設けております。そういった場合で

あったりだとか、あとはどうしても年度末とか年度初めということでいろん

な準備が膨大にございますんで、そういったときに園長等の指示で残って準

備を行うだとか、あとやはり保育参観、行事物の準備ということでそれぞれ

時間を設けて実際は勤務しておるような状況でございます。 

○野下委員  ということは、園長の多くは指示の下で、個々の保育士が今日

は何時までという形で勤務時間外をつくるという認識でいいですか。 

○こども未来課長  そのとおりでございます。 

○野下委員  分かりました。 

 研修のときだけ勤務時間がついて、それ以外はつかないということはない

ですね。そういう話も若干聞いたことがあるんですけど、それは間違いです

ね。 

○こども未来課長  研修というのは外部に出る研修ということでしょうか、

内部の研修。 

 実際、昨年度の実績で申し上げると、一番やはり多かったのは職員会議の

時間外が多くて、それに費やしております。その次は新年度の準備、年度末

の準備ということで、特段研修以外のものについても必要に応じて時間外勤

務手当は払っております。 

○委員長  よろしいですか。 

○野下委員  別件で201ページの、これも保育園関係かな。木製ロッカーと

いうのがありますよね、1,000万円近く。これは多分、こんだけの金額とい

うことは全園に関係するのかどうか分かりません。そんな感じがするんです

けど、これは何なんですか。 

○こども未来課長  木製ロッカーにつきましては、森林環境譲与税の活用と
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いうことで農政課から全庁的にそういった意向があるかどうかの調査がござ

いまして、保育園といたしましては、将来的な園の統合とかがなくて既存の

ロッカーが老朽化しているところを見まして、対象の園を決定し、実施をい

たしました。 

 今回の対象といたしましては、３つの保育園、門弟山保育園、布袋東保育

園、小鹿保育園のロッカーを今回は改修というか新設をさせていただいてお

ります。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかにありませんでしょうか。 

○三輪委員  185ページの病児・病後児保育事業のところでお伺いします。 

 成果報告書の140ページでは、風邪、インフルエンザの流行時に定員を超

えるというようなお話があったんですが、年間の様子を見ると、あまり月に

よって差はないんですけれども、結局たくさん利用したいけれど、お断りし

たから大体同じぐらいになったということかどうかと、それからそういう場

合に他市の病児保育のところに行かれる方へのたしか補助もあったと思うん

ですが、そういう件数ももし分かれば、教えてください。 

○こども未来課長  先ほど補正のときにもお話を差し上げたんですけれども、

ｉＩこどもクリニック内にあるあいあい病児保育につきましては２症例３人

までとなっておりますので、当然症例の違う方が、例えば２症例２人があっ

た場合は３人目は駄目だというような形になります。その場合は市外の病児

保育を利用いただくことができます。この場合は、市のｉＩこどもクリニッ

クの自己負担額2,000円でございますので、仮に例えば3,000円市外で払った

場合は2,000円を控除した残りの1,000円分、上限1,000円になるんですが、

こちらを補助しております。 

 令和５年度で市外の病児保育を利用してお支払いした児童の方は７人で、

延べの日数でいうと11日分ということで１万7,000円をお支払いしておりま

す。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○土井委員  決算書の54ページ、55ページ、歳入のところで、児童福祉使用
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料の不納欠損額30万6,120円、都市計画課と多分一緒になっている項目なん

ですけれど、こども未来課の該当額というのはあるでしょうか。54ページ、

55ページ。 

○委員長  54ページ、55ページの不納欠損額のところ。54ページ、55ページ。 

○土井委員  一番最下段の児童福祉使用料。 

○委員長  ここは次のページに、57ページの上のところが保育課分の５つの

がありますよね。それが54ページ、55ページの不納欠損額の、この金額があ

るかどうかということですね。 

○こども未来課長  次のページに保育課の保育料等がございまして、こちら

の中に不納欠損の金額がございます。不納欠損額28万6,620円が保育課でご

ざいます。 

○土井委員  その旧保育課のほうで出た不納欠損額の内訳というか、何件が

不納欠損になって、どういう御事情があって回収できなかったのかというの

は分かりますか。 

○こども未来課長  不納欠損の内訳といたしましては、保育料の不納欠損が

10人、金額が28万6,620円でございます。 

 ごめんなさい、先ほど28万6,620円とお話しされ、これが保育料で、延長

保育の分もございまして、延長保育は対象者５人で１万9,500円が対象でご

ざいます。 

 事情といたしましては、督促等を行ってはおるんですけれども、何の返事

もない方、かつ中には市税等も滞納されているような方もございまして、実

際お支払いされる能力がないというふうに判断をして、５年経過したものか

ら順次不納欠損として計上をさせていただいております。 

○土井委員  滞納があると保育園に入所するときの調整点数のほうにマイナ

ス39点だか何だかあったと思うんですけれど、その点数の根拠みたいなもの

というのはあるんですか。何かすごく中途半端な点数だったと思うんですけ

れど。 

○こども未来課長  すみません、滞納があると、保育の必要性を判断すると

きの優先順位を決める点数の減点はございますけれども、具体に何点かとい

うのは手元資料がなくて申し訳ないんですけれども、そういったことも一応
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考慮はさせていただいております。ただ、当然ほかの方との比較になります

ので、そういったものがあったとしても点数が高ければ入所ができるという

状況でございます。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では続いて、子育て支援課について審査をします。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○子育て支援課長  それでは、議案第66号 令和５年度江南市一般会計歳入

歳出決算認定のうち、子育て支援課所管分について御説明いたします。 

 なお、組織再編により令和５年度決算では、こども政策課と福祉課の一部

が子育て支援課の所管となりますので、よろしくお願いします。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の60ページ、61ページの最下段をお願いします。 

 14款２項７目１節教育総務手数料、備考欄、こども政策課、放課後児童健

全育成手数料でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、62ページ、63ページの２段目をお願い

します。 

 15款１項１目２節児童福祉費負担金、備考欄、こども政策課の３つ目、母

子生活支援施設措置費負担金でございます。 

 続きまして、同じページの下段、15款２項２目１節社会福祉費補助金、備

考欄、福祉課、地域生活支援事業費補助金でございます。 

 続きまして、その下、15款２項２目２節児童福祉費補助金、備考欄、こど

も政策課の１つ目、児童虐待・ＤＶ対策等総合支援事業費補助金でございま

す。 

 次に、２枚はねていただきまして、66ページ、67ページの中段をお願いし

ます。 

 15款４項１目１節児童福祉費交付金、備考欄、こども政策課の１つ目、子

ども・子育て支援交付金、５つ目、出産・子育て応援交付金でございます。 
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 次に、１枚はねていただきまして、68ページ、69ページの上段をお願いし

ます。 

 15款４項４目１節教育総務費交付金、備考欄、こども政策課、子ども・子

育て支援交付金でございます。 

 続きまして、同じページの最下段、16款１項１目２節児童福祉費負担金、

備考欄、こども政策課の１つ目、児童委員活動費負担金、３つ目、母子生活

支援施設措置費負担金でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、70ページ、71ページの中段をお願いし

ます。 

 16款２項２目１節社会福祉費補助金、備考欄、福祉課の４つ目、地域生活

支援事業費補助金でございます。 

 続きまして、同じページの最下段、16款２項２目２節児童福祉費補助金、

備考欄、こども政策課、地域子ども・子育て支援事業費補助金をはじめ２項

目でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、72ページ、73ページの中段やや下をお

願いします。 

 16款２項８目１節教育総務費補助金、備考欄、こども政策課、放課後子ど

も教室推進事業費補助金をはじめ２項目でございます。 

 次に、２枚はねていただきまして、76ページ、77ページの中段やや下をお

願いします。 

 17款１項１目２節使用料及び賃貸料、備考欄、こども政策課、交通児童遊

園自動販売機設置場所貸付収入でございます。 

 次に、少しはねていただきまして、86ページ、87ページの中段やや下をお

願いします。 

 21款５項２目11節雑入、備考欄、こども政策課の３つ目、子育て短期支援

利用料、７つ目、自動車損害共済解約払戻金、８つ目、親と子の遊びの広場

参加料でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、88ページ、89ページの上段をお願いし

ます。 

 21款５項３目１節過年度収入、備考欄、こども政策課の１つ目、令和４年
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度分子ども・子育て支援国庫交付金精算金でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、164ページ、165ページでございます。そち

らの下段です。 

 ３款１項２目障害者福祉費でございます。そのうち子育て支援課の所管と

なりますのが、備考欄、基幹相談事業のうち４つ目、報償費でございます。 

 次は少しはねていただきまして、174ページ、175ページの上段、備考欄、

児童発達支援センター業務委託事業でございます。 

 次は少しはねていただきまして、184ページ、185ページの上段です。 

 ３款２項１目こども政策費でございます。子育て支援課の所管となります

のが、備考欄、人件費等でございます。 

 次も１枚はねていただきまして、186ページ、187ページの上段でございま

す。備考欄、子育て支援センター維持運営事業のうち、第１・第２子育て支

援センター維持運営事業と第３子育て支援センター運営事業でございます。 

 続きまして、同ページの最下段、ファミリー・サポート・センター事業か

ら、190ページ、191ページ中段、子育て世代包括支援センター兼子ども家庭

総合支援拠点運営事業まででございます。 

 次に、２枚はねていただきまして、194ページ、195ページの上段です。備

考欄、母子生活支援施設措置事業でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、196ページ、197ページの上段、備考欄、

児童館等維持運営事業の児童館等維持事業のうち、４つ目、使用料及び賃借

料と児童館等運営事業から児童館指定管理事業でございます。 

 次に、１枚はねていただきまして、198ページ、199ページの上段、備考欄、

児童館活動事業から子ども会活動助成事業でございます。 

 次は大きくはねていただきまして、318ページ、319ページでございます。 

 下段です。 

 10款１項３目放課後児童費でございます。子育て支援課の所管となります

のが、備考欄、放課後子ども総合プラン事業（放課後児童健全育成）から、

次のページ、320ページ、321ページの下段、放課後子ども総合プラン事業
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（放課後子ども教室）まででございます。 

 歳出のうち、子育て支援課所管の該当箇所は以上でございます。どうぞよ

ろしくお願いします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○野下委員  175ページの児童発達支援センター業務委託事業というのがあ

ります。1,155万3,217円ですね。この委託事業というのはどういう内容でし

ょうか。 

○子育て支援課長  児童発達支援センターの業務委託事業というのは、一般

社団法人はーとプロジェクトに業務委託しているものでございまして、こど

も発達支援センターおりーぶの中に活動拠点を置きまして、子供の発達に不

安を感じている保護者の相談や、保育所や学校等へ巡回相談、保健センター

事業への参加とか地域の療育支援体制づくりなどを実施しているものでござ

います。 

○野下委員  ここの委託料ですけど、何名の職員に対してなっていますか。

この委託料というのは職員の委託だけでしょうか。 

○子育て支援課長  その委託事業の中で関わっていらっしゃる職員としては

２名でいらっしゃいます。 

○野下委員  ２名の方に対して、この1,155万円ということですね。 

○子育て支援課長  もちろん、職員の方は２名なんですけれども、それ以外

に事業費といたしまして、使われる車とか、あとコピー機のものとか、そう

いったものも含まれております。あと、実際に使われる家賃とか、あとは電

気代とか、そういったものも含まれた全てでの合計が今の金額でございます。  

○野下委員  家賃は入っていますか。 

○子育て支援課長  全部ではございませんけれども、10分の１入っておりま

す。 

○野下委員  ２名の方の職員の方に対しての委託料が入っていますけど、こ

の人件費というのは幾らですか。 

○子育て支援課長  ２名の方の人件費のいろいろなものの合計でございます

けれども、金額としては1,004万8,000円ということになっております。 
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○野下委員  今の金額は人件費についての金額でよろしいですか。 

○子育て支援課長  はい、そのとおりでございます。 

○野下委員  分かりました。 

 関連で成果報告書というのがあるんですけど、この187ページで、わかく

さ園と発達支援センターと分けられていて、令和５年度、この決算の年度の

金額は、令和３年度、令和４年度よりも増額になっています。この増額の内

容、理由というのは何でしょうか。 

○子育て支援課長  主な内容で申しますと、人件費の部分と、あと消費税の

部分でございます。 

○委員長  よろしいですか。 

○野下委員  消費税というのは、令和４年度であっても令和３年度であって

もかかっていますよね。人件費というのは、今の人件費が少しアップして消

費税もという話で今理解したんですけど、人件費もアップをされていらっし

ゃると認識していいですか。あと、この消費税というのは何ですか、アップ

というのは。 

○子育て支援課長  恐れ入ります。発達支援センターのことに関しては、令

和４年までは消費税を払っておりませんでした。それで国のほうから通知が

出まして、昨年度の３月で補正予算を組みまして、消費税を払うようにとい

うような通知が来ましたので、その後、消費税の部分だけ補正をお認めいた

だきましてお支払いさせていただいたものですから、金額が上がったという

ことでございます。 

○野下委員  消費税が今までかかってなかったのが、令和５年度から国が、

いろいろあったんでしょうけど、課税になりましたよということであったと

いうことと、あと人件費は、それは変わらなかったですか、前年度からは。 

○子育て支援課長  先ほど増えた分に関してはほとんどが消費税の部分でご

ざいまして、人件費はあまり入っておりませんでした。 

○野下委員  ということは、人件費は大体そのままであって、消費税が新し

く加わったんでこういう金額になったと、アップになったということですよ

ね、これ。令和６年度も多分それはかかってくると思いますけど。 

 最後に、もう一点だけいいですか。 
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○委員長  はい。 

○野下委員  この186ページの数字を見ますと、この成果の状況。この支援

センターだけじゃなくて、午前中の新しい保育園にも児童発達の受入れのと

ころを考えていくということで、この数字はすごく衝撃的な数字でして、目

標に対してかなりのニーズはあるという形は間違いないと思うんですね。新

しいところをつくるということが大事なことであって、この数字から見ても。

この支援センター自身も、もうちょっと場所とか、広さだとか、こういった

ことも必要だという話は聞くんですけど、その辺はどういうふうに考えてみ

えるか。 

○子育て支援課長  私たちのほうの委託させてもらっている児童発達支援セ

ンターの業務の中では、どちらかというと発達相談とか保育園とかを回って

の相談の業務が主でございますので、その業務に関していえば、施設の広さ

が足りないとか、そういったことは特にお話としては受けてはいないという

状況でございます。 

○野下委員  じゃあ要望だけ。 

 現場の声もよく聞いていただいて、何が問題になっていて、市が委託して

いる以上は市直営じゃないんで、業者がやっていくんで、業者が、そういう

委託先が運営できるような、問題点があったら、そこはぜひ取り組んでいた

だいて、市全体のこういう児童発達のお子さんたちを受け入れる体制は、ぜ

ひ、お任せだけじゃなくてサポートもお願いをしたいと。これは要望でござ

いますので、よろしくお願いします。 

○委員長  要望ですね。 

 ほかに質疑はありませんか。 

○三輪委員  成果報告書の144ページの児童虐待のことなんですが、年間で

114件という結構多い数字なんですけれども、どういったところからの通報

で、あとそういうのを受けて例えば児童相談所とかで親子を離したほうがい

いとか、そういうようなことになった件数というのがあれば教えてください。  

○子育て支援課長  恐れ入ります。令和５年の市役所への児童虐待の通報の

ことなんですけれども、件数として多いのは、309件というのが出たと思う

んですけれども、御家族や親戚の方からの通報が133件ということで、やっ
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ぱりそこが多いです。あと学校のほうが50件、あと実際通っていらっしゃる

保育園とか幼稚園、そういうところが今は26件ですね。主にはそういったと

ころからの通報をいただいておるところでございます。 

 恐れ入ります。市として通報の件数はこれに載っておりませんけれども、

件数として309件で、すみませんでした。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 三輪委員、いいですか、これで。 

 須賀委員はよろしいですか。 

○須賀委員  成果報告書の施策評価の126ページで、児童館活動の参加回数

が減っておるということで、これの原因というのは、例えば学童を６年生ま

でに拡大したとか、あるいは放課後、いわゆる空き教室を利用して、そうい

う総合プランをやり始めたからということが原因なのか、コロナ禍が原因な

のかよく分かんないんだけど、その辺はどういう分析をされてみえるか、ち

ょっと教えていただきたいんですけど。 

○子育て支援課長  児童館の人数でございますけど、確かに須賀委員のおっ

しゃるとおり減少のほうはしているんですけれども、ただ同じようにおっし

ゃったコロナから回復しているという部分もありまして、令和３年から比べ

てきますと、この実績値、成果報告書では4.0となっていますけれども、令

和４年ですと3.1、令和３年だと2.4ということで回復基調にはあるのかなと

いうような気はいたします。 

 ただ、おっしゃるように学童保育所が６年生まで拡大になったとか様々な

原因があって、コロナ前にはまだ達していない状況でございますので、今後

も増えるように努力はしていきたいと考えております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○須賀委員  というか基本的に事業の重複があるかないかを確認したいんだ

けれども、要は。本来児童館に行って遊べばいいものを、こういういろんな

放課後児童の施策を行うことによって減少しておるということなのか。特別

に重複ではないということでいいんかな。 

○子育て支援課長  児童館の活動の参加の回数でございますので、実際の児

童館のイベントとか、そういったものをやっているのは基本的には土・日が



６７ 

多いので、逆に言えば学童とか、あと放課後の共通プログラムとか、そちら

とは、日付とはあまりかぶったりはしないかなというところは思っておりま

す。 

○須賀委員  私が小学校のときは、昔、みのる児童館というのがあって、学

校が終わると、そこへ卓球をやりに遊びに行ったりとか、そういうことをし

ておった思いがあるので、だからそこへ通わんでも、ほかに行くところがで

きたのかどうかということのことでちょっと聞いてみたんだけど、そういう

ことでもないのかなあと思って。 

○委員長  特に回答はないですか、これについては。 

○須賀委員  だから、遊び場としては、そういう学校が終わった後の遊び場

としては、そういうところもあって、もちろん休みのときに、そういったク

リスマス会とかいろいろなイベントもあったことはあったんだけれども、そ

ういうものはほかで今でも行っておるということですかね。放課後プランの

中で空き教室を利用して、そういうものもやっておるということですかね。

だから、事業の重複があるかないかの確認をしておるんで、休みの日だけじ

ゃなくて、ふだんのときも含めて。 

○子育て支援課長  共通プランの中では、例えば工作であるとか、あとドッ

ジボールであるとか、そういったものの事業をやっておることは間違いない

ので、やっている項目としては同じことをやっているという部分は確かにあ

ると思うんですけれども、ただ、先ほど申し上げたやっている日付とか、そ

ういったものはずれがありますので、それが影響して下がっているとかとい

うことはないのではないかなと思っております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○三輪委員  すみません、今のに関連してというか、結局、児童館を利用し

ている人が、年間延べ３万8,649人で１日平均107人、成果報告書の147ペー

ジにあるんですが、結局、今これを全部廃止して１か所の（仮称）多世代交

流プラザに統合するということになっているんですけど、これだけたくさん

の人が利用しているものをなしにして本当にいいのかなというのをちょっと

考えなくちゃいけないんじゃないかなというふうに思いますが、この人たち

が今度できる新しいところにみんな行くというふうに考えていらっしゃいま
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すか。 

○子育て支援課長  多世代交流プラザの中に児童館がつくられることはほぼ

決定はしておるんですけれども、場所が１か所でございますので、全員の小

学生がそこに来てもらえるとはなかなか難しいかなとは思っておりますけれ

ども、その辺りは廃止するに当たって移動児童館ということで、いろんなと

ころで児童館というものに接していただけるような機会を設けることで利用

していただければなと考えております。 

○三輪委員  特に藤ケ丘の場合は歩いてはいけないところなので、地域の方

からも何とか残す方法はないのかということで要望書なんかも出ていますの

で、何らか変わる方法があればと思いますが、放課後、私もちょっと行って

きたんですけど、結構毎日来ているよという子もいたので、本当に行き場所

がなくなると子供真ん中という政策とは逆行するので、何らかは考えていた

だければというふうに思います。 

 関連というか、ちょっと別のことなんですが、197ページの児童館等運営

事業の中の役務費に、自動車損害保険料とか、車検手数料とか、リサイクル

手数料とか、ドライブレコーダー取外手数料とか、新車登録手数料とかある

んですけど、これは児童館で自動車を運用しているというか、ちょっとこれ

がどういうものかあまりぴんとこなかったんですが、どういうことなのか教

えてください。 

○子育て支援課長  こちらの児童館等運営事業の中の車に関しては、もとも

と交通児童遊園に１台バンがございました。それが22年乗っておりまして、

それを今回軽のワンボックスに買い換えたということでございます。 

○委員長  よろしいですか。 

○三輪委員  その車は、児童館活動に利用する車ということでいいんですか。 

○子育て支援課長  交通児童遊園のときもそうだったんですけれども、学童

を回ったりとか、そういったことにも使っておりますので、児童館だけとい

うわけではございません。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○土井委員  さっきの成果報告書の126ページのところに学童保育について

も書かれていて、夏休み期間が待機が多いという要因分析、課題など書かれ
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ていたんですけれど、同じく成果報告書の148ページに学童保育の待機児童

数19人と書かれています。この19人というのが待機の多い夏休み期間、１年

のうち最も多い待機児童数なのか、この19人というのが何を指すのか、ちょ

っと教えてもらえますか。 

○子育て支援課長  こちらの19人という数字は３月末現在の数値でございま

す。夏休みのときはもうちょっと多くて、令和６年３月末の数字でございま

す。 

○委員長  令和６年３月末の数字が19人。 

○子育て支援課長  恐れ入ります。令和５年度の夏休みという意味で、ちょ

っとずれますが、７月末現在の待機の人数でございますけれども、これは36

名でございました。やはり夏休みが終わり、必要がなくなったから抜けてい

かれて待機のほうはどんどん減っていきますので、３月のときには19人だっ

たということでございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○土井委員  すみません、３月末の19人は１年の中で最も少ない数ではない。

１年のうち多分最も多いのが36人、７月末ですかね。一番少ないとどれくら

い待機されていますか。 

○子育て支援課長  先ほどもお答えした３月末の19人というのは、令和５年

度の中の一番少ない時期でございます。例年、夏休み終わって、９月、10月、

11月と進んでいくに当たって、お子さんも成長されていかれて学童はもうい

いかなという方もみえて待機の空きができて待機も減るということが通常の

流れでございます。 

○土井委員  ちょっと関連して、上の表のところに平均出席率というのがあ

って、これを見ると大体五、六割で、いつもちょっと少ないのかなと思うん

ですけど、多分これが夏休みと、それこそ３月とかで平均出席率も大分違う

のかなと思うんですけれど、平均出席率が最も高い月と最も低い月でどれく

らいの数字なのかというのは、分かったら教えてもらいたいです。 

○子育て支援課長  出席率でございますけれども、一番出席率が令和５年度

で考えますと多いタイミングが、５月とか６月、新入生の１年生が入ったと

きがやはり出席率が一番高くなります。夏休みは意外と、長期だけ来る方と



７０ 

いう方も、分母が増えますので、出席率自体は若干減少をする傾向にござい

ます。 

○委員長  参考にその数字は出ますか、その５月、６月が何％か。 

○子育て支援課長  分かりました。令和５年の月別の出席率でございますけ

れども、66.3％が５月でございます。６月が66％、夏休みとかですと、例え

ば７月であれば50.3％ということになります。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○土井委員  夏休みとか一番高いときには、大分、100％近く出席している

のかなと思ったら、それでも７割弱ということなんですけれど、この待機児

童が今度どこかの校区に偏っているというわけではなく、一番多い時期で36

人、少なくて19人というのは結構分散して……、内訳を見ないと、ごめんな

さい。どっちかでいいですけれど、どんな感じなのかな。 

○子育て支援課長  待機児童のことでございますけれども、３月末の数字で

お答えさせてもらいますと、おっしゃるとおり、学童保育所の面積と子供の

数のことも偏りがございますので、多いところは古知野北学童保育所が例え

ば19人の中で５名、古知野西学童保育所が14名ということになっております。 

○委員長  ほかよろしいでしょうか。 

○三輪委員  そこの今のところに関連してです。学童保育の支援員補助人材

派遣の委託料が211万7,016円というのがあります。どうしても人手がなくて、

夏休み、派遣の方でお願いしたと思うんですけれども、これが何人工で、今

年はそれよりも増えたのか減ったのか、分かれば教えてください。 

○子育て支援課長  令和５年度の人材派遣の方をお願いした人工でございま

すけど、５人工でございます。 

 続きで今年度でございますけれども、人工としては12人工でお願いさせて

もらっているところでございます。そして、人材派遣をお願いしたからと言

っていいのか難しいところなんですけれども、そのおかげで古知野西学童保

育所の分室とか、夏休みは特に子供が増えますので、そのところにそういう

影響でそこを開くことができたという部分も、令和６年であれば古知野北学

童保育所の３部屋目も、そのおかげで開くことができて待機を減らすことが

できたという部分もあるので、そういうところもございます。 
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○委員長  よろしいでしょうか。 

〔挙手する者あり〕 

○委員長  大薮議員から本件に関して委員外議員としての発言をしたいとの

申出がありますが、会議規則第117条第２項の規定により発言を許可するこ

とに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  ありがとうございます。 

 御異議もないようでありますので、委員外議員としての発言を許します。 

○大薮議員  ありがとうございます。影が薄いもんですから、見つけにくか

ったかもしれないですけど。 

 市の名前を挙げようか挙げまいかちょっと迷ったんですけど、ある近隣市

としておきましょう。今年の７月18、19、20日と、新聞だとかテレビだとか

で大騒ぎになりました小学校１年生の子供が虐待死してしまうという事実が

ありました。今回これは委員会ですから決算とか予算関係で絡めてやってい

かなきゃいけないので、そこからなかなか離れるわけにはいかないと思いま

すが、実際、江南市の昨年度の体制として、そういった予算がきちっと、十

分満足という言い方はちょっといいかどうか分かりませんが、きちっとそう

いった予算的なものとか、それから体制についても十分な体制が取れていた

のか。 

 もう一個の質問、２個質問したいんですけど、もう一つは、やはり予見で

きなかったですよね。市においても、恐らく引っ越してきて日が浅い。現実、

私もそこは、その市まで行って調べてきたところ、近隣で私の知り合いもた

くさん住んでいたんで聞いてみたらば、知らないんですよね、周りの人が。

そんな人がいたかというぐらいのところで起きて、結果的にはどなたにも相

談ができなくて結局そういう結果になったんだろうというような、そんな声

も聞けました。 

 実際、これが江南市で起きるのは本当に悲しいことですので、当市におい

てこの先、こういったことについてどのようにお考えか。この２点だけちょ

っと説明してください。 

○子育て支援課長  近隣市で起きたような虐待のことが起きたというのは、



７２ 

内容のほうは詳しくは申しませんけれども、児童相談所のほうに２回ほど一

時保護をされた方が戻ってから虐待死されたということでございます。そう

いうことに対して対応するところといたしましては、この令和５年度の予算

で申し上げますと、子育て世代包括支援センター兼子ども家庭総合支援拠点

運営事業というところと、あと要保護児童対策事業というところで管轄する

形になっていくと思います。 

 それに関しては、要保護児童対策地域協議会というものを定期的に開いて、

そういう虐待とか、そういったものになりそうな方に関しては万全の体制で

見守りを続けているというところでございます。 

 体制といたしましては、先ほど申し上げた子ども家庭総合支援拠点運営事

業の中で職員のほうも配置して、常にすぐに即応できるような対応は整えて

いるところでございます。 

 江南市で起きた場合はどうかということのお尋ねでございますけれども、

これに関してはもともと児童相談所のほうで管轄していた虐待案件でござい

ますので、そこに、児童相談所が管轄しているものに関して市のほうから、

これはどうなった、あれはどうなったということは正直お聞きすることはで

きませんけれども、児童相談所のほうでオーケー、この方だったら児童相談

所から離れてもいいなというものに関しては逆送致と申しまして、児童相談

所から市役所のほうの管轄に下りてくることもございます。そういったもの

に関しては私たちも関わることができますので、そういったものに関しては

丁寧に対応を続けてまいりたいと思っているところでございます。 

○大薮議員  大変いい回答をありがとうございました。 

 できる限り、ああいった本当に悲惨なことにならないように、いろんな面

で気を使っていただきたいなというふうに考えております。最後、要望で終

わりますので、お願いします。 

○委員長  ほかに質疑ありませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では続いて、健康づくり課について審査をします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  それでは、議案第66号 令和５年度



７３ 

江南市一般会計歳入歳出決算認定について健康づくり課の所管について御説

明申し上げますので、事項別明細書の54ページ、55ページをお願いいたしま

す。 

 初めに、歳入でございます。 

 上段の14款１項１目１節総務管理使用料、備考欄、健康づくり課所管の布

袋駅東複合公共施設使用料以下４件でございます。 

 ３枚はねていただきまして、60ページ、61ページ上段をお願いいたします。 

 14款２項３目１節保健衛生手数料、備考欄、健康づくり課所管の休日急病

診療所診療収入以下５件でございます。 

 １枚はねていただきまして、62ページ、63ページ中段をお願いいたします。 

 15款１項２目１節保健衛生費負担金、備考欄、健康づくり課所管の未熟児

養育医療給付費負担金以下２件でございます。 

 １枚はねていただきまして、64ページ、65ページ上段をお願いいたします。 

 15款２項３目１節保健衛生費補助金、備考欄、健康づくり課所管の疾病予

防対策事業費等補助金以下４件でございます。 

 １枚はねていただきまして、66ページ、67ページ上段をお願いいたします。 

 15款３項４目５節保健衛生費委託金、備考欄、健康づくり課所管の乳幼児

身体発育調査委託金でございます。 

 次に、下段をお願いします。 

 15款４項２目１節保健衛生費交付金、備考欄、健康づくり課所管の子ど

も・子育て支援交付金以下３件でございます。 

 ２枚はねていただきまして、70ページ、71ページ上段をお願いいたします。 

 16款１項２目１節保健衛生費負担金、備考欄、健康づくり課所管の未熟児

養育医療給付費負担金でございます。 

 １枚はねていただきまして、72ページ、73ページ上段をお願いいたします。 

 16款２項３目１節保健衛生費補助金、備考欄、健康づくり課所管の健康増

進事業費補助金以下６件でございます。 

 ２枚はねていただきまして、76ページ、77ページ中段をお願いいたします。 

 17款１項１目１節土地建物貸付収入、備考欄、健康づくり課所管の土地貸

付収入でございます。 
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 次に、17款１項１目２節使用料及び賃貸料、備考欄、健康づくり課所管の

布袋駅東複合公共施設自動販売機設置場所貸付収入でございます。 

 １枚はねていただきまして、78ページ、79ページ中段をお願いいたします。 

 18款１項１目１節総務管理費寄附金、備考欄、健康づくり課所管の寄附金

でございます。 

 次に、18款１項３目２節保健衛生費寄附金、備考欄、健康づくり課所管の

寄附金でございます。 

 次に、最下段の19款１項１目１節基金繰入金、備考欄、健康づくり課所管

の江南市ふるさと応援事業基金繰入金でございます。 

 ２枚はねていただきまして、82ページ、83ページ中段をお願いいたします。 

 21款５項２目６節健康診査等実費徴収費、備考欄、健康づくり課所管の健

康診査実費徴収金でございます。 

 １枚はねていただきまして、84ページ、85ページ上段をお願いいたします。 

 21款５項２目11節雑入、備考欄、健康づくり課所管の公衆衛生実習指導業

務委託費以下７件でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 少し飛んでいただきまして、126ページ、127ページをお願いいたします。 

 ２款１項８目布袋駅東複合公共施設費、備考欄、最上段の布袋駅東複合公

共施設維持運営事業でございます。 

 大きく飛んでいただきまして、216ページ、217ページをお願いいたします。 

 ４款１項１目健康づくり費、備考欄、人件費等から、進んでいただきまし

て231ページ備考欄中段の骨髄提供者等支援事業まででございます。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○野下委員  221ページは該当しますか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  衛生費、決算書で、はい。 

○野下委員  その中の扶助費で風しんワクチン接種助成金というのがあって、

金額的に少ないんですよね、実績的に。こちらの成果報告書を見ると、何名
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というのはよく分かりませんが、２人という数字もあるんですけど、これは

実際には何名の方が利用されていらっしゃいますか。241ページに何かいろ

んな表があるんですけど、風しんというので。 

○委員長  成果報告書が241ページですか。 

○野下委員  下のほうにも任意予防接種、風しん助成者２とかもあるんです

けど、実際何名ですか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちらは主要施策成果報告書のほう

で241ページの下段のほうの中央にございます風しんという助成者、１回、

２とあります。こちらは妊娠を希望する女性の方で、風疹の抗体検査を受け

て抗体値が低かった方の予防接種について助成をした実績となっております

ので、男性の風疹の追加的対策とは異なる通常の助成になっています。 

○野下委員  そうすると、この決算書に出ている助成金9,950円というのは、

今リンクをするような形で、男性と別なんですか、実際に受けた方。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  主要施策成果報告書の上段の右半分

のほうの上から３つ目の表のところに風しんの追加的対策というものがござ

います。こちらのほうで、令和５年度に抗体検査の対象者が8,137人のうち

抗体検査を実施した方が101名、そのうち抗体値が低く予防接種をされた方

が９名います。こちらの追加的対策は、今年度末、令和７年３月31日で終了

するものとなっております。 

○野下委員  といいますと、これはこういう風疹の接種助成金というのがで

きたわけでして、令和７年というのはあと半年あるかないかですよね。その

中で実績的には９と書いてありますけど、かなり対象者がいらっしゃるにも

かかわらず、実際にはこの検査自身もされた方が少ないということですよね。

これは何か方法を考えていらっしゃいますか、あと半年しかないですけど、

受診者を増やすとか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちらの風疹の対象者につきまして

は、令和３年からの経過となりますが、対象者9,168人のうち945人が検査を

受検されています。令和４年度につきましては、対象者が8,564人で330人の

方が抗体検査を受検されております。そういった中、令和５年度は対象者が

8,137人の中で101人というような形で、それぞれ受検者数が減っているんで
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すけれども、定期的なクーポン券の送付といったことを繰り返しやってきた

結果の中で、受検された方、今後、半年ある中で、まだお忘れの方がないで

すかといったような周知啓発のほうを今後もあんしん・安全ねっとメールと

かＬＩＮＥの方で努めてまいりたいと考えております。 

○野下委員  大事な本当に補助金が出る接種だと思いますので、残り期間は

少ないですけど、対象者がこんだけいらっしゃるということで、一人でも多

くの方がその機会を利用していただいて、そして今後の将来的なところでこ

うならないように、そういう取組をお願いしたいということであります。 

○委員長  要望ですね、今のは。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  令和５年度の結果は先ほど説明した

とおりなんですけれども、野下委員が心配されるように、未受検者に対して

令和６年度に受検していないことに対してはがきを送って個別勧奨というよ

うな形でさせていただいて、現在、受検を希望する方が増えてきているとい

う状況もございますので、そういったところも踏まえながらしっかり対応し

ていきたいと考えております。 

○委員長  よろしいですか。 

○野下委員  しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 

○委員長  よろしいですかね。 

 ほか。 

○土井委員  すみません、ちょっと関連で。この風疹の追加接種が平成31年

からだったと思うんですけれど、そこからの延べの受検者数は分かりますか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  今手元に平成31年までの累計の資料

がちょっとございませんので、後ほど用意させていただいて報告させてくだ

さい。 

○土井委員  この風疹の追加接種というのは、私も妊娠していたんですけれ

ど、40代くらいから60代くらいの男性の方が抗体を持っていない可能性が高

くて、そういう方が風疹になられると、妊婦に風疹をうつしてしまうと、お

なかの赤ちゃんが目が見えなくなってしまったりとかなり怖い病気で、社会

的に人にうつさないという意味でもすごく大切なことだと思っている、個人

の健康を守るだけじゃなくても。この追加接種が行われるというすごいいい
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施策だなと思いましたので、あと残り僅かですけれど、個別ではがきを送っ

てくださったりしてくださっているみたいなんですけど、改めてその意味と

か、結構もうちょっと受検、接種が進むようなあと一押し、ちょっとお願い

できたらと要望して終わります。 

○委員長  要望ですね。 

○土井委員  はい。 

○委員長  ほか質疑ありませんでしょうか。 

○須賀委員  成果報告書の246ページの尾北看護専門学校運営費補助金とい

うのを558万2,000円ですか、これを出したということで、もちろん江南市に

例えば就職していただいた卒業生というか、看護師というか、そういう方は

お見えになるかどうかちょっと、何名お見えになるか。要はそれが補助目的

なのか、補助効果なのか、それがあったかどうかということも含めて。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  すみません、令和５年度実績ですと、

江南市民で江南市の病院というか尾北医師会管内の病院という形で、江南厚

生病院、さくら病院、そういったところにそれぞれ合計３名が就職しており

ます。 

○委員長  よろしいですか。 

○須賀委員  何人卒業して、３名卒業して３名ともということでよかったで

すかね、確認ですけど。 

 そんなことはないわな、多分。 

○委員長  すみません、議事の途中ですが暫時休憩します。 

午後２時31分  休 憩 

午後２時48分  開 議 

○委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 休憩前の須賀委員の質疑に対する当局の答弁を求めます。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  貴重なお時間をいただきまして、あ

りがとうございました。 

 令和５年度の尾北看護学校の卒業生は34名、このうち江南市内の江南厚生

病院に就職された方が３名といったような状況となっております。 

 それから、土井委員からの風疹の追加的対策のこれまでの累計になります
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けれども、抗体検査実施者数が3,910人で、予防接種をされた方が904人とな

っております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  決算書の127ページの布袋駅東複合公共施設維持運営事業のこ

とで伺います。 

 健康づくり課が入ったばかりに維持管理運営のところまで入っているんで

すが、この中で修繕料78万3,530円というのが、ちょっとまだできたばかり

なので何の修繕かなということと、あと委託料が7,208万6,157円と結構かな

りの高額なんですが、どこに、スターツだったかと思うんですけれども、こ

の主な内容といいますか、7,000万円なので、もうちょっと詳しく中身を教

えてください。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  まず、修繕料の78万3,530円になり

ますが、こちらは組織再編により令和６年度より子育て支援課が布袋駅複合

公共施設の２階事務所に移転してきたことによりまして課長職が新たに増え

るということで、電話機の不足するもの及び課長席用の回線の構成とか、あ

と多機能電話機の盤面の構成の変更を依頼したもので、78万3,530円という

ものの修繕料の経費を上げさせていただきました。 

 それから、委託料のほうの支払いとなりますけれども、昨年の令和５年６

月定例会のほうで維持管理業務委託料について、日本銀行の調査統計局の企

業向けサービス価格の建物サービスの指標を使って３年ごとに見直しをする

という当初の契約がございましたので、その見直しをさせていただいて、令

和２年のときの契約から189万5,157円の増額をして、最終的に7,286万157円

の支払いをしたものです。 

 施設の清掃と保安警備、そういったところの維持管理をスターツのほうに

委託しているものと、あと今後の大型修繕とか、そういったものに備えて信

託に預けている部分も含めて、この委託料をお支払いしたものでございます。  

○委員長  よろしいですか。 

○三輪委員  すみません、その大型修繕に備えて預けるというのがちょっと

よく分からないんですが、契約でそうなっていたのかもしれないんですけど、
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その金額がどのぐらいとかは分かりますか。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  こちらの金額については非公表とな

っているところでございますので、よろしくお願いいたします。 

○委員長  ほかよろしいでしょうか。 

〔挙手する者あり〕 

○委員長  では、委員の方、委員外から手が挙がっているんですけど、よろ

しいですか。 

 牧野議員から本件に関して委員外議員として発言したいとの申出がありま

すが、会議規則第117条第２項の規定により、これを許可することに御異議

ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議もないようですので、委員外議員としての発言を許します。 

○牧野議員  ありがとうございます。 

 成果報告書248ページの厚生病院の補助事業について、高度医療に関して、

建築工事費及び関連工事費で、あと高度医療機器の購入費で１億2,300万円

なんですけれども、大体内訳とかというのはありますかね、この建築に幾ら、

医療機器に幾らとかいうのは。 

○委員長  牧野議員、もう一度、すみません。今の内訳と今後の話でよろし

いですか。 

○牧野議員  取りあえず今の内訳。 

○委員長  まず今の内訳。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  令和５年度までの事業という形のと。 

○牧野議員  失礼しました。 

○委員長  それはいいですか、そうしたら。 

○牧野議員  それじゃあ大丈夫です。以上で。 

○委員長  質問自体なしでいいですか。 

○牧野議員  なしで、はい。 

○委員長  なしでいいですか、では、すみません、じゃあ質問はなしという

形にさせて、では以上で質疑、よろしいですか。ありがとうございます。 
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 では、健康づくり課については以上としますが、当局から先ほどの野下委

員、三輪委員及び土井副委員長の質疑に対する答弁を訂正及び追加したい旨

の申出がありましたので、この訂正及び追加の申出を許可いたします。 

○こども未来課長  貴重なお時間をいただきまして、ありがとうございます。 

 先ほど土井委員からいただきました御質問と三輪委員にお答えいたしまし

た答弁内容をちょっと訂正させていただこうと思います。 

 まず、土井委員から保育料の滞納者の減点のお話がございまして、その点

数でございますが、ちょっとお手元に資料がないということでお話を差し上

げましたが、39点の減点をしております。39点、点数の割合がちょっと分か

りにくいんですけれども、仮に両親とも外でフルタイムで働いていた場合は

100点及び100点で200点でございますが、そのうち滞納があった場合は39点

を減点するということにしております。 

 なお、滞納は保育料のみを確認しておりまして、市税等の滞納は特には確

認はしておりません。 

○委員長  すみません、今の質問に対して、先ほど39点という点数がちょっ

と中途半端な点数の、なぜ39点なのかというのもちらっと質問で出ていたん

ですけど、何かありますでしょうか。 

○こども未来課長  39点という点数でございますが、一番低い保育の理由と

いうことで求職活動というのがございます。こちらは１か月だけ認められる

ものですけれども、お一方が求職活動をされていれば20点、お二人とも求職

活動されていると40点になります。なので、求職活動をされている方が０点

にならないように、全くゼロにならないようにということで39点というよう

な点数設定をさせていただいております。 

○委員長  １点です。 

 よろしいですか。今の答弁に対してよろしいですか、質問は。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、次をよろしくお願いします。 

○こども未来課長  続きまして、三輪委員から、病児保育のところで市外の

病児の利用の場合の利用料の補助ということでお話をいただきました。その

ときに、市内の利用の場合、ｉＩこどもクリニックを利用した場合は利用料
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2,000円でございますんで、市外を利用された場合はその2,000円を差し引い

た残りの分で上限1,000円で補助いたしますということで、令和５年度の実

績といたしまして７人で延べ17日の利用があって１万7,000円ということで

お伝えはしたんですけれども、実際には上限1,000円ではございますが2,500

円の利用のところがございまして、14日間が500円の補助がありました。３

日1,000円の補助があったということで合計１万円、決算額は１万円となっ

ております。訂正させていただきます。申し訳ございませんでした。 

○委員長  こちらもよろしいですか。 

 よろしいです。 

 では、次、子育て支援課長。 

○子育て支援課長  お時間いただき、申し訳ありません。答弁の訂正をさせ

ていただきたいと思います。 

 先ほど子育て支援課の審査の際、野下委員より児童発達支援センター業務

委託事業における決算書の数字について御質問いただきました。その中の人

件費の数字でございますが、私、令和６年の予算の数字を申し上げてしまい

ましたので、令和５年の決算の数字に言い直させていただきます。 

 私のほうは1,004万8,000円とお答えさせていただきましたけれども、正し

くは976万6,164円でございます。あと、それに加えまして、その人件費分が

何人分かというふうなお問合せをいただきまして、私、２人分というふうに

申し上げましたけれども、それ自体は２人で間違いないんですが、人工があ

りまして、それに関しては1.25人工分が正しい数字でございますので、補足

させていただきます。以上、申し訳ありませんでした。 

○委員長  これに関しても野下委員、よろしいですか。 

 今の、よろしいですか。 

 では、訂正に関してはこれで終わりにします。 

 続いて、教育部教育課について審査をいたします。 

 では、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○教育課長  教育課の所管について該当ページを御説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の58ページ、59ページをお願いいたします。 
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 上段でございます。 

 14款１項７目教育使用料、１節小学校使用料は、学校施設目的外使用料

（電柱）はじめ４項目でございます。 

 その下、２節中学校使用料も学校施設目的外使用料（電柱）はじめ４項目

でございます。 

 次に、64ページ、65ページをお願いいたします。 

 中段やや下、15款２項６目教育費国庫補助金、１節小学校費補助金は、要

保護児童就学援助費補助金はじめ６項目でございます。 

 その下、２節中学校費補助金は、要保護生徒就学援助費補助金はじめ６項

目でございます。 

 次に、68ページ、69ページをお願いいたします。 

 上段、15款４項４目教育費交付金、３節小学校費交付金は、全額令和６年

度への繰越明許費でございます。 

 その下、４節中学校費交付金も、全額令和６年度への繰越明許費でござい

ます。 

 次に、72ページ、73ページをお願いいたします。 

 中段やや下、16款２項８目教育費県補助金、１節教育総務費補助金のうち、

右側備考欄、教育課所管は、放課後子ども教室推進事業費補助金はじめ４項

目でございます。 

 次に、74ページ、75ページをお願いいたします。 

 中段やや下、16款３項６目教育費委託金、１節教育総務費委託金は、キャ

リアスクールプロジェクト事業委託金はじめ２項目でございます。 

 次に、76ページ、77ページをお願いいたします。 

 下段、17款１項２目利子及び配当金、１節利子及び配当金のうち、右側備

考欄、教育課所管は江南市横田教育文化事業基金利子はじめ２項目でござい

ます。 

 次に、78ページ、79ページをお願いいたします。 

 中段、18款１項２目教育費寄附金、１節小学校費寄附金でございます。 

 次に、同じページの最下段、19款１項１目基金繰入金、１節基金繰入金の

うち、はねていただきまして81ページの備考欄上段、教育課所管は江南市ふ
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るさと応援事業基金繰入金はじめ３項目でございます。 

 次に、86ページ、87ページをお願いいたします。 

 21款５項２目雑入、11節雑入のうち、右側備考欄中段、教育課所管は小学

生平和教育研修派遣事業費負担金はじめ３項目でございます。 

 次に、90ページ、91ページをお願いいたします。 

 上段、22款１項５目教育債、２節小学校債、その下３節中学校債は、とも

に令和６年度への繰越明許費でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 大きくはねていただきまして、308ページ、309ページをお願いいたします。 

 中段、10款１項１目教育支援費でございます。 

 次に、314ページ、315ページをお願いいたします。 

 下段、10款１項２目教育環境費でございます。 

 次に、322ページ、323ページをお願いいたします。 

 中段、10款２項１目小学校費でございます。 

 次に、330ページ、331ページをお願いいたします。 

 中段、10款３項１目中学校費でございます。 

 教育課所管については以上でございます。どうぞよろしくお願いいたしま

す。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  311ページの図書館司書配置事業のことで伺います。 

 935万7,677円という決算なんですけれども、配置状況といいますか、各校

に何人、１人ずついるのか、掛け持ちであるのか、１日何時間ぐらい勤務さ

れているのか伺いたいです。 

○教育課長  図書館司書につきましては、全員で９名配置しております。３

名が、古知野東小学校、古知野南小学校、布袋小学校で単独配置となってお

ります。残りの６名については、２校を掛け持ちでの勤務となっております。

また、勤務時間については４時間というところでございます。 

○委員長  よろしいですか。 
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 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  315ページのスクールソーシャルワーカーの方なんですが、近

年いろいろ問題もあるので、結構重要な仕事をしておっていただけると思う

んですけれども、これについては何人、どのような配置になっているか教え

てください。 

○教育課長  スクールソーシャルワーカーにつきましては、配置校としては、

一応、古知野南小学校と布袋小学校に在籍し、場合によって巡回していただ

いておるというような状況でございます。配置としては２名というところで

ございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○須賀委員  成果報告書、施策評価の106ページで、不登校児童の割合が小

学校、中学校ともかなり増えているんだけれども、この分析がどうなのか。

何がどういうことでこういう数字に至っておるのかというのはどう考えてみ

えるか、どういう分析をしてみえるか、ちょっと教えてほしい。 

○教育課長  不登校児童の割合につきましては、小学校、中学校ともに上昇

傾向にありまして、また県下平均よりも高いことから非常に危機感を持って

おります。 

 その原因でございますが、学校のほうの調査によりますと、家庭の問題で

あったり、あと生活リズムであったり、友人関係であったりというところで

分析のほうはしております。 

 その対策ではございますが、新たな事業といたしまして、令和４年度11月

からなんですが、中学校で実施している学校での居場所づくりといたしまし

て、校内教育支援センターを小学校にも開設のほうを始めております。令和

４年11月から古知野東小学校、令和５年度は宮田小学校、令和６年度は門弟

山小学校に開設しております。それで、毎日三、四名の方が見えておりまし

て、多いときには８名ほどの児童が利用しているということで、一定の成果

はあったのかなというふうには思っております。 

○須賀委員  ありがとうございます。 

 私は小学生で不登校というイメージがちょっと湧かないんだけれども、例
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えば小学生でいうとどの学年が、いわゆる小学校１年生なのか、２年生なの

か、どういう学年にそういう方が見えるのかということと、あと中学生だと

例えば学年ごとでそういう違いがあるのかとか。昔だと学校を休むとすぐ校

長先生が迎えに来るとか、そういうのがあったんだけど、今はそういうこと

があるのかないかも含めて、ちょっと教えてください。 

○教育課管理指導主事  失礼します。 

 小学校のほうの不登校の児童数ですけれど、４年生頃から増加傾向という

のが調べでは顕著に表れているかなと思っております。 

○須賀委員  中学生はどうという。 

○委員長  中学生とか、あと先生が連れに行っているかどうかというのは。 

○教育課管理指導主事  中学生については年によって若干違いますけれど、

中学１年生から増えている年もありますが、多いのは中学２年生から増える

というのが主な傾向であります。中学３年生になってから何とか進路も目指

し、復帰をしようとして減少している傾向というのが例年でいいますと強い

です。 

 また、先生たちですけれど、家庭訪問等も実際に行って面談指導しており

ますけれども、今現在は、コロナの頃から、いわゆるクロームブックを使っ

てのリモートでやり取りというのも可能になっておりますので、学校との関

係を切らさないような工夫は続けているというふうに考えております。 

○須賀委員  あまり、例えばだんだん学校へ来んくなると、勉強がついてい

けんくなって余計不登校になると思うんだけれども、そういう方に向けて例

えば学習支援とか、そういうのはやってみえるんですかね。何かごめんなさ

いね、決算とちょっと絡んで申し訳ないんだけど。 

○教育課管理指導主事  やはり復帰に向けては、学習面での不安があっては

なかなか復帰が難しいものですから、プリントであったりとか、デジタル教

材であったりとか、今学校で使っているものを提供して、こういった部分を

やれるといいよということで指導し、学力の保障ができるように努めており

ます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○土井委員  すみません、今、不登校の話をそのまま引き継がせていただき
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たいんですけれど、決算書のほうでも、主要施策成果報告書のほうでも、い

じめ・不登校対策事業というのは、いじめと不登校と一緒に事業を行ってい

らっしゃるというふうに読み取れるんですけれど、不登校の中でも、先ほど

おっしゃっていた家庭でしたり健康のほうに課題があって不登校になる方と、

友人関係がそれに該当するのか分からないですけど、いじめが原因で不登校

になられる方とでは対策というか大分変わってくるのかなと思うんですけれ

ど、不登校の児童・生徒数の割合というのが出ていて、その中でいじめが関

連していると思われる数というか、率というか、そういうものというのは分

かりますか。 

○教育課管理指導主事  まず、江南市の中にありますいじめ・不登校の対策

研究会ですけれど、こちらの中に部会がそれぞれ分かれておりまして、その

中で主にいじめを対象に調査・研究する部会、それから不登校を主として調

査・研究する部会に分かれてやっているというのがまずあります。 

 それから、いじめがきっかけでということで不登校に陥るというのは、認

定自体は難しいんですけれど、先ほども不登校に陥ったきっかけとして、中

学生になってから友人関係をめぐる問題が急に増えるというのがありますの

で、これも一つ、いじめのような様態というふうに捉えて防ぐように研究し

ておるところであります。 

○委員長  よろしいですか。 

○尾関委員  先ほど課長がサポートルームのことを取り上げていただいたん

ですけど、１校ずつ増えていっていますよね。これって決算書でいうと、ど

れぐらいのそれに対してお金を使ったかということはどこを見たらいいんで

しょうか。 

○教育課長  決算書で申し上げますと、令和５年度までは適応指導教室事業

ということで、317ページの右側上段、適応指導教室事業の中で見ておりま

した。適応指導教室事業の会計年度任用職員ということで、ここの職員を古

知野東小学校と宮田小学校のほうに派遣しておったというところでございま

す。 

 それで、今年度からにつきましては別事業ということで、校内教育支援セ

ンター事業ということで新たな事業を立ち上げております。 
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○尾関委員  学校が増えるごとに予算も増えていくと思うんですけど、全校

実施した場合はどれぐらいの予算になるという見込みはあるんですか。どう

しても予算のほうの話になっちゃったけど。 

○教育課長  すみません、ちょっと今金額のほうは出ないんですが、ただ勤

務時間としては５時間勤務となりまして、週５日の５時間勤務でということ

です、１校当たり。 

○尾関委員  それを１校当たり２人工みたいな感じでしたっけ。 

○教育課長  １校当たり１人工です。 

○委員長  ほかに質疑はありませんか。 

○野下委員  １点だけお願いします。 

 この成果報告書の100ページ、教育課の管轄で職場体験という項目があり

ますね。成果の状況ということで、下にコメントもあるんですけど、一応、

目標値に対して実績値というのは、当然コロナの関係で少ないんですけど、

実際的に令和５年度は268という数字があるんですけど、ここの事業所に、

中学校の２年生かな、ひょっとして、ここは全部、配置はできたんでしょう

か。 

○教育課長  中学２年生812人が参加しております。理由がなければ、ほぼ

全員参加しているというところで。 

○委員長  よろしいですか。 

○野下委員  これは多分、職場体験というのは希望を取ってやるんでしょう

かね、生徒のここに行きたいとか。それとも学校で、こんだけで人数で、あ

なたもここですよというふうに割り振ってやっていらっしゃるんですか。 

○教育課管理指導主事  事業所の確保に限りがございますので、希望を取る

わけですけれど、希望どおりというわけにはいかない現状は実際にはござい

ます。 

○野下委員  分かりました。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑ありませんでしょうか。 

○三輪委員  325ページの就学援助事業でお尋ねいたします。 

 子供の数は年々減っているんですけれども、多分援助を受ける子供の数が



８８ 

増えているんではないかと思うんですけれども、何人の方が就学援助を受け

ていて全体のどのぐらいの割合かということと、前たしかＰＴＡ会費とか卒

業アルバムが入っていなかったような気がするんですが、その辺、最近援助

に加えたものがあったら教えてください。 

○教育課長  まず人数でございますが、ちょっと令和４年度からお答えさせ

ていただきますと、令和４年度が要保護、準要保護を合わせて 891人で

11.4％、令和５年度が888人で約11.6％ということで、人数は減っておるん

ですが、パーセンテージは上がっておるというような状況でございます。 

 あと、最近加えた品目でございますが、令和６年度から生徒会費のほうを

新たに支給のほうに加えております。以上です。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

○三輪委員  卒業アルバムとか、修学旅行費とか、そういうのは入ってなか

ったでしたっけ。 

○教育課長  以前より委員のほうから御要望いただいておりまして、令和６

年度予算編成の際に、何とか財源的に生徒会費についてはめどが立ったとい

うことでみえるようになったんですが、ＰＴＡ会費であったり卒業アルバム

については、今後、また予算を見ながらというところでお願いいたします。 

〔発言する者あり〕 

○委員長  修学旅行費は入っていると、一応録音に残しておきます。修学旅

行費は入っているんですね。分かりました。修学旅行費は入っているそうで

すので。 

 ほかに質疑ありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

○三輪委員  あと３点お願いします。 

 325ページと335ページで、民間プール活用事業なんですが、今、藤里小学

校、門弟山小学校、それから西中でしたかね。 

○委員長  西部中学校。 

○三輪委員  西部中学校ね、ごめんなさい。西部中学校と３校が民間プール

の活用をしていると思うんですけれども、水泳の授業というのは、あんまり

ばらばらばらと行ったんでは泳力がつかないと思うんですが、大体学年ごと、
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全部だとかなりの数なんですが、１つの学年が行くのは大体決まった期間と

いうか、ある程度の期間の中にちゃんと行けているのか、ばらばらではない

かどうかということと、前、中学校が冬に行っていたというのを聞いたんで

すが、現在も西部中学校は冬に行っているのかどうか、お尋ねします。 

○教育課長  まず、最後の質問の西部中学校につきましては、令和５年度に

つきましては６月から12月ぐらいの間で実施しておるというところでござい

ます。 

 あと、学年についてはある程度固まって行っておりまして、ティップネス

が休みの毎週木曜日に実施のほうをしておりまして、例えば藤里小学校の

５・６年生で１限目、２限目、３・４年生で３限目、４限目を実施するとい

うような形で実施のほうはしております。 

○三輪委員  確認なんですが、とにかく例えば１・２年生が木曜日、木曜日、

木曜日で３週間ぐらいで行くとか、そういうふうだったらあれなんだけど、

１か月後の木曜日とか、その次、１か月後の木曜日とかいうふうだと、なか

なか泳力的にどうかなと思うので、そういうことがあるかどうか、ちょっと

お尋ねしたかった。 

○教育課長  週に、木曜日ということで確かに期間が空くことはどうしても

出てくるというところです。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑は。 

 ３つと言ったんで、今２つでしたっけ、そのうちの。 

○三輪委員  すみません。じゃあ、あと２つは331ページの２つなんですが、

屋外遊具撤去工事費 35万 8,600円というのと動物飼育小屋撤去工事 128万

7,000円というのがあるんですが、これはどこの学校で、どういう理由で撤

去になったのか、教えてください。 

○教育課長  まず、屋外遊具撤去工事につきましては、古知野西小学校のジ

ャングルジムほか撤去しておりまして、あと学校名でいいますと、布袋北小

学校と門弟山小学校の３校となります。 

 あと、動物飼育小屋につきましては、宮田小学校と門弟山小学校で撤去の

ほうを行ったというところでございます。 
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○委員長  よろしいでしょうか。 

○三輪委員  理由というか。 

○教育課長  撤去理由については……。 

○三輪委員  修理じゃなくて、例えば遊具でいうと……。 

○委員長  待ってください。三輪委員、じゃあ指名してから。 

○三輪委員  すみません、例えば遊具だと修理でなくて撤去だった理由、飼

育のほうも修理ではなく撤去だった理由を教えてください。 

○教育課長  まず、動物飼育小屋については撤去ということでなっておりま

す。 

○委員長  その撤去する理由は何ですかということ。 

○教育課長  撤去理由については、もう使用していないということでの。 

○委員長  もう動物は飼っていないということなんですね。 

○教育課長  動物は飼っていないということです。 

○委員長  もう一つのほう。 

○教育課長  遊具のほうは、遊具点検を行いましてＥ判定という一番悪い判

定で、ちょっと修理もしようがないということで撤去のほうをしておるとい

うことでございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 これで３点終わりましたが、ほかは質疑よろしいでしょうか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  質疑も尽きたようですので、続いて学校給食課について審査をし

ます。 

 当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

それでは、学校給食課所管分について説明させていただきます。 

 初めに、歳入について御説明いたしますので、決算書の58ページ、59ペー

ジをお願いいたします。 

 中段の14款１項７目教育使用料、４節保健体育使用料のうち、学校給食課

分は学校給食センター目的外使用料でございます。 

 続きまして、68ページ、69ページをお願いいたします。 
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 中段の15款４項４目教育費交付金、５節保健体育費交付金のうち、学校給

食課分は新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金でございます。 

 続きまして、82ページ、83ページをお願いいたします。 

 中段の21款５項２目雑入、９節学校給食センター給食費徴収金でございま

す。 

 続きまして、86ページ、87ページをお願いいたします。 

 中段の21款５項２目雑入、11節雑入のうち、学校給食課分は廃食用油売払

収入ほか１件でございます。 

 続きまして、歳出について説明させていただきますので、大きくはねてい

ただきまして、362ページ、363ページをお願いいたします。 

 上段の10款５校２目学校給食費でございます。 

 説明は以上です。補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  では、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  365ページ給食調理事業の需用費の中の修繕料で、給食設備と

器具で352万5,209円について、どのようなものの修繕なのか教えてください。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

主には給食調理用の機器の修繕というふうになっております。 

○三輪委員  南部、北部、両方ということですか。どちらか一方ですか。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

両センターの修繕費でございます。 

○委員長  ほかに。 

 よろしいですか。 

○須賀委員  決算審査意見書の30ページで、学校給食センター給食費徴収金

というところで、いわゆる滞納額がかなり増えております。滞納者に対して

は、ホームページにもあるように、払っていただけなければ支払い督促をす

るというような内容まで書いてあるんですが、実際に支払い督促をされた件

数を教えてください。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

まず、支払い督促をするまでの経緯なんですが、督促状、催告書、それでも
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お支払いをいただけない場合については、法的手続の移行通知ということで

お知らせをします。ただ、そこまで至った経緯はないということで、支払い

督促の件数はゼロです。 

○須賀委員  既に滞納がある以上、全て支払い督促をすればいいと思うんで

すけれども、なぜやっていないのか、やれないのか、やらないのか、そこら

辺はどういうふうですか。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

まず、令和２年に民法が改正されまして、それ以前のものについては民法上

時効というのは２年で制定されて短期の時効消滅の規定がございまして、２

年間、要は言い方は悪いですけど、払わなければ時効が成立してしまうとい

うことになります。ただ、令和２年４月１日以降につきましては、その規定

が廃止されておりますので、時効としては５年というふうになっております

ので、それ以降の管理につきましては、江南市では債権放棄条例だとかとい

うのが今設定されていない状況なので、担当課として令和４年に江南市学校

給食債権管理要綱を制定させていただいて、そちらをホームページ、または

４月当初に行われます各小・中学校のＰＴＡ総会でも周知をさせていただい

ております。 

 それ以降の管理については、適宜学校の協力をいただきながら債権管理を

している状況でございまして、まずは学校のほうの協力をいただいて、払っ

ていただける方については納付を少しずつでもしていただいている。払って

いただけない方については、現状は学期ごとで学校のほうから名簿を頂いて、

学校給食課のほうから督促を送付させていただいている状況でございます。 

○須賀委員  議会の答弁でもあるように、いわゆる公債権じゃなくて私債権

の場合については時効の援用を要するということで、要は時効の完成がない

ということを答弁されてみえるんだけれども、今は５年時効に変わったとい

うことでよろしいでしょうか。その辺、確認させてください。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

委員おっしゃるとおりです。 

○須賀委員  であるならば、過去のものについては時効は成立しないわけで

すよね。そうしたら、例えばそれも今後５年間行使しないことによって時効
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は成立するということですか。法改正以後において従前のものについては適

用されないと思うんだけれども、それはもう既に時効が完成していないから

欠損してないわけでしょう。だったら今取れるということであれば、支払い

督促をやるべきじゃないですか。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

現在、収入未済額といたしまして1,800ぐらいある状況でございまして、件

数で見てみますと、世帯数で259件、児童・生徒数で申し上げますと366人と

いう状況になっております。先ほど申し上げたように、令和２年以前の平成

11年から令和元年につきましては、その期間に一銭も払っていない方につい

ては既に時効が成立しているということに。 

○須賀委員  法改正。 

○委員長  ちょっとお待ちください。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

あと、例えばそれ以前までは全ての方について督促状を送付しておりました

が、なかなか反応がないというところがありまして、それ以降については高

額の方についてターゲットを絞って送付させていただいておりましたが、そ

の中で一番困ったことが、例えばアパートに住まれていた方については居所

不明ということで住んでいるところが追えない、個人情報の問題がありまし

て追えないというところで、不納欠損するには、時効の援用というのは相手

方の意思を確認して不納欠損できるということになりますので、それ以外で

すと一件一件議会の議決をいただくというような方法になってくるかなあと

思いますので、そういったことで過年度の滞納整理については少し困ってい

るという状況でございます。 

○須賀委員  時効がもし完成しておるということを主張されるのであれば、

本来、不納欠損の額に上がってこないかんでしょう。だけど上がっていない

ということは、まだ時効は完成していないから、今、もしそうであるならば、

時効中断するための支払い督促をするべきだと僕は言っておるんだけれども、

それはなぜやらないんですかと。やってなかったということですよね、今ま

で、去年でも一回もないゼロ件ということですよね。 

 それは、例えば学校給食費の徴収というのは、生徒がまだ在学中の場合は
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学校の先生に任されて学校の中で請求されてみえるということで、実際学校

給食センターのほうで、今誰が担当してみえるかは知らないけど、そちらの

ほうにはまだ回ってこない。実際卒業されちゃってから徴収に行ったって、

これはもう卒業したから知らんわということになりかねへんもんで、だから

本来であれば在学中に、例えば中学校３年生のときとか、２年生のときとか、

そういうときに本来請求するなり支払い督促をかけるべきだと僕は思うんだ

けれども、ただ実際に一件も過去に実績がないわけだから、支払い督促。と

いうことは、徴収のための手法として、せっかく支払い督促をやるというこ

とで答弁もしておるのに、やっていない現実があるわけだから、それについ

てどう思いますということを聞いているわけだから、それを真摯に答えても

らわんと、やっていないということは事実だから。時効をかけなければ、こ

れを全部欠損するということですよ、滞繰り分。それか債権放棄条例をつく

ってもらうまで待っているということなのか、その辺どう考えてみえるんで

すか。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

現在在籍してみえる児童・生徒の方の徴収については、学校の協力の下、全

力で徴収をかけている状況なので、そういった状況で少しでもお支払いする

意思があるということで支払い督促までは行っていないと。 

 確かに委員言われるとおり、一番困っているケースとして、例えば新１年

生で入学されると口座振替の手続をされます。それが中学校３年生まで振替

というようなことで、学用品費だとか学校給食費というのが毎月口座振替の

計画によって引き落としをされるというようなことなんですけど、例えば振

替手続ができる銀行というのは市内に８行あります。８行ありますが、例え

ば郵便局が生活の母体の口座だとします。学校給食費等ということで、新た

に８行の中で学校の引き落としのために口座を開かれた方が一番危ないと思

っているんですけど、なぜかというと必要以上のお金を入れない。そうする

と、振替不能ということで引き落としができないというところから滞納が始

まっていくと。それが学校からも連絡をしていただいていますし、学校のほ

うでなかなか対応できないということであれば学校給食課のほうに連絡をい

ただいて対応はするんですが、なかなか連絡が取れないという状況がありま
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すんで、そういったところについては、できるだけ訪問しながら対応してい

こうかなと。 

 最終的には、委員言われるとおり、段階を踏んで、督促して払われない、

催告状を送って払われないとなれば、法的手続の通知をして、予告をして法

的手続、支払い督促で簡易裁判所に申し出るというのは今後あり得るかなあ

というふうに感じます。 

○須賀委員  支払い督促する手順としては、別にそこまで求めておるわけじ

ゃないですから、そこまで手順を尽くさないかんわけでもないし、現実に払

っていないことが事実であればですよ。昔は、学校給食の提供というのは義

務じゃないもんで、もし払っていただけな弁当を持ってきてもらうかとか、

そういう議論もあったんだけれども、今、朝食も食べてこられないような子

供も多いというような中で、なかなかそこまで踏み切れないということでは

あるんだけれども。はっきり言って、実際横着で給食費を払っていない保護

者というのは相当おると思っておるんだ、僕はね。だから、そういう人じゃ

なくて横着で払っていない人が現実にたくさんおると思っているから、なぜ

そういう人に対してやらないのかということを、今、例えばそのままほかっ

ておいたら時効になると言われたら、そうしたら時効中断をかけるのがあな

たの仕事じゃないですか。 

 だから、そういうことをどう思っていますかということを、じゃあどうし

ていくつもりなのか。自分たちはやると書いてあるんだけれども、やってな

いということで、今後やっていくのかどうかをちょっと答弁してもらえる。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

委員言われるとおり、給食費を払わないということで払った人との不公平感

があるということは感じておりますので、今後、厳しい対応で徴収のほうか

けていきたいと思いますので、よろしくお願いします。 

○委員長  よろしいですか。 

○土井委員  給食費の債権回収の件で、給食費の未払い分というのは、債務

者のほうの申出があれば児童手当から充当することができると思うんですけ

れど、技術的に給食費でやっている自治体があるか分からないんですけど、

放課後児童クラブや何かだと最初の申請手続のときに事前に申出書を書いて
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おいてもらって、払えなくなったら、それで申出があったということで児童

手当から引くということをやっている自治体もあるみたいなんですけれど、

江南市ではやっているのかいないのか、それについて検討されたことがある

かどうか、伺ってもいいですか。 

○学校給食課長兼南部学校給食センター所長兼北部学校給食センター所長  

江南市につきましても、児童手当からの徴収、これは御本人、保護者の同意

があってのことなんですけど、そういったことは取り組んでおります。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑も尽きたようですので、続いて生涯学習課について審

査をします。 

 当局からの補足説明がありましたらお願いします。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  それでは、生涯学習課の所管につきま

して該当箇所を御説明申し上げます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の54ページ、55ページの下段をお願いいたします。 

 14款１項２目民生使用料、１節社会福祉使用料でございます。備考欄の生

涯学習課所管分、学習等供用施設使用料はじめ４項目でございます。 

 次に、58ページ、59ページの上段をお願いいたします。 

 14款１項７目教育使用料、３節社会教育使用料の備考欄、公民館使用料は

じめ９項目でございます。 

 次に、68ページ、69ページの上段をお願いいたします。 

 15款４項４目教育費交付金、２節社会教育費交付金の備考欄、外国人受入

環境整備交付金でございます。 

 次に、72ページ、73ページの下段をお願いいたします。 

 16款２項８目教育費県補助金、２節社会教育費補助金の備考欄、放課後子

ども教室推進事業費補助金はじめ２項目でございます。 

 次に、76ページ、77ページの中段をお願いいたします。 

 17款１項１目財産貸付収入、２節使用料及び賃貸料でございます。備考欄
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の生涯学習課所管分、図書館自動販売機設置場所貸付収入はじめ２項目でご

ざいます。 

 次に、その下、２目利子及び配当金、１節利子及び配当金でございます。

備考欄の生涯学習課所管分、江南市図書館整備事業基金利子でございます。 

 次に、78ページ、79ページの中段をお願いいたします。 

 18款１項２目教育費寄附金、２節社会教育費寄附金の備考欄、寄附金でご

ざいます。 

 次に、同じページの最下段をお願いいたします。 

 19款１項１目基金繰入金、１節基金繰入金でございます。はねていただき

まして、81ページ上段、備考欄の生涯学習課所管分、江南市図書館整備事業

基金繰入金はじめ２項目でございます。 

 次に、80ページ、81ページの最下段をお願いいたします。 

 21款５項２目雑入、はねていただきまして、82ページ、83ページ下段、10

節電話料収入の備考欄、電話使用料（学習等供用施設）でございます。 

 次に、その下、11節雑入でございます。はねていただきまして、87ページ

備考欄の中段、生涯学習課所管分、コピー等実費徴収金はじめ５項目でござ

います。 

 次に、90ページ、91ページの最上段をお願いいたします。 

 22款１項５目教育債、１節社会教育債の備考欄、公民館改修事業債はじめ

２項目でございます。 

 歳入は以上でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 182ページ、183ページの上段をお願いいたします。 

 ３款１項５目学習等供用施設費で、備考欄、学習等供用施設維持運営事業

から185ページ上段、学習等供用施設整備等事業まででございます。 

 大きくページはねていただきまして、338ページ、339ページの下段をお願

いいたします。 

 10款４項１目生涯学習費で、備考欄、人件費等から、進んでいただきまし

て349ページ中段、生涯学習基本計画策定事業まででございます。 

 次に、348ページ、349ページの中段をお願いいたします。 
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 10款４項２目文化交流費で、備考欄、文化振興事業から353ページ下段、

外国人児童生徒放課後学習支援事業まででございます。 

 説明は以上となります。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  353ページの日本語教室開催委託料が245万4,970円ということ

ですけど、これは多分、国際交流協会のほうでお願いしているものかなとい

うふうに思うんですけれども、この金額をどういうふうにして出しているか

というか、週に何回お願い、週多分２回というのを聞いたんですけれども、

何人の方がこれに携わっていらっしゃって、どういう根拠でこの金額になっ

たかというのをちょっと教えてください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  今、委員おっしゃられるように、江南

市の国際交流協会に委託をしている日本語教室開催委託ということになりま

す。 

 こちらにつきましては、事業を協会に委託しておりますので、何人の方が

こちらの教室に携わっていただいているかというところが今手持ちの数字と

して持ち合わせておりません。参加者の人数によって、講師の方の人数も協

会のほうで精査していただいているのではないかなと思います。ちなみに、

令和５年度の参加者につきましては、延べ930人の方が参加しておみえでご

ざいます。 

○三輪委員  そうすると、この金額というのは、国際交流協会のほうからこ

の程度必要というか、そういう要望というか申請があったものに対して出さ

れているのかなと思うんですが、その点と、あともう一つ、令和５年度から

県の交付金が成果報告書の118ページかな、あるという、令和４年度までな

くて令和５年度から44万1,000円というのがあったんですけれども、これに

ついてどうしてここから始まったのかなという辺がもし分かれば、教えてく

ださい。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  こちらにつきましては、外国人を日本

社会の一員として受け入れられるよう社会包摂を念頭に置き、外国人が生活

等に必要な日本語能力を身につけられるよう、地方公共団体が関係機関と連
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携しつつ行う日本語教育の環境を強化するための総合的な体制づくりを行う

事業に対して経費の一部を補助するということの目的で日本語教室開催委託

事業に充当している、こちらは歳入の73ページにございます地域日本語教育

推進補助金を充てておるものでございます。 

○委員長  まだ途中ですよね。どうぞ課長、続けてください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  こちらにつきましては、令和５年度か

ら申請をさせていただきながら、こちらの補助金を充当させていただいて、

日本語教室のほうを継続して開催していただいているものでございます。 

○三輪委員  確認ですが、令和４年度まではそれを申請していなかって、新

たに県のができたわけではなくて、あったけれど申請をしてなくて令和５年

度から申請したと。県から出た分で市の財政的にはちょっと減らすことがで

きたということでしょうか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  申し訳ありません、そちらの資料を今

持ち合わせておりませんので、また後日、後からお答えさせていただきたい

と思います。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  同じく成果報告書の118ページのところの国際協会フェスの参

加者がなかなか増えないということなんですけれども、予算として国際交流

協会補助金というのが148万円程度ということで、なかなかこのフェスの予

算がなくて大変という話もちょっと聞いたんですが、その辺はもう少し市か

ら出すものを増やして、何とかこの国際交流フェスティバルをもうちょっと

たくさんの方に参加していただけるようにするというような方向性はないで

しょうか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  国際交流協会に出しております補助金

につきましては、令和４年度から比べますと40万円ほど増額をさせていただ

いております。令和５年度の補助金については148万円ということで、令和

４年度から比較しますと少し増額のほうをさせていただいております。 

 ただ、委員おっしゃられるように、来場者数のほうはなかなかちょっと伸

び悩んでいるところもありますので、集客については今後も報道機関や情報
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誌などに情報提供を進めて周知に努めていきたいと思っております。 

○委員長  ほかに質疑ありませんでしょうか。 

○尾関委員  文化財保護事業、351ページで該当するのか分からないんです

けれども、木曽川沿いの桜の管理というのは、風倒木とかで倒れたりしたも

のに対して予算をつけているのか、計画的に、老木も増えてきましたので、

地元で要望も出ていると思うんですけど、間引くというか、そういうことを

計画的にしていて、こういう決算額になっているのか、ちょっと流れを教え

てください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  木曽川堤の桜の剪定につきましては、

今おっしゃられた351ページの文化財保護事業の樹木剪定手数料というとこ

ろで木曽川堤の桜の剪定は行っております。こちらにつきましては年々増額

のほうもさせていただいておりますが、なかなか桜の木の本数も多いもので

すから計画的に進めていくような形ではおりますが、今後も継続して予算の

要求は進めていきたいというふうに考えております。 

 そして、間引くだとか木のほうをちょっと少なくするというような話につ

きましては、所有者は国のほうになりますので、国だとか県だとかとも協議

を進めていきながら、連携会議もございますので、その中で今後については

相談のほうをしていきたいなというふうに考えております。 

○委員長  ほかに質疑はありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

○三輪委員  347ページの図書館維持運営事業のところで、コンピューター

機器借上料が2,048万6,400円というかなり高額なんですけれども、これは指

定管理料とは全く別に出ているんですけれども、どうしてこういう大きい金

額になるかということと、それから349ページに江南市図書館整備事業基金

利子積立金というのが出ているんですが、今年から始まったようですけれど

も、この理由を教えてください。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  まず、コンピューター機器の借り上げ

につきましては、江南市のほうでのコンピューターになりますので、指定管

理料には含めずに市の事業ということでこちらに計上させていただいており

ます。 
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 349ページの江南市図書館整備事業基金利子積立金につきましては、今ま

で新図書館を建設するための基金を積み上げておりました。そちらのほうが、

新館がオープンしましたので、こちらの基金の残りの分を図書館の整備に充

てていくということで、今年度から図書館の図書を買うような形で取崩しの

ほうをさせていただいているものの基金の積立金という形、利子分という形

になります。 

○三輪委員  ちょっとよく分からなかったんですけど、さっきのコンピュー

ター借り上げ料が市のものというのは、図書館で使うものじゃなくて、ほか

のところで使うということですか。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  図書館で使うものになりますが、市の

財産というか市の持ち物になりますので、市で借り上げのほうをしておりま

す。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑も尽きたようですので、続いてスポーツ推進課につい

て審査をします。 

 では、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  スポーツ推進課の所管につきま

して該当ページを御説明させていただきます。 

 初めに、歳入でございます。 

 決算書の58ページ、59ページの中段やや下をお願いいたします。 

 14款１項７目教育使用料、４節保健体育使用料でございます。備考欄のス

ポーツ推進課分は、スポーツセンター使用料はじめ13項目でございます。 

 次に、72ページ、73ページ下段をお願いします。 

 16款２項８目教育費県費補助金、３節保健体育費補助金でございます。備

考欄は元気な愛知の市町村づくり補助金でございます。 

 次に、74ページ、75ページ下段をお願いします。 

 16款３項６目教育費委託金、２節保健体育費委託金でございます。備考欄

は、地域スポーツクラブ活動体制整備事業委託金でございます。 
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 次に、76ページ、77ページの中段をお願いします。 

 17款１項１目財産貸付収入、２節使用料及び賃貸料でございます。備考欄

のスポーツ推進課分は、スポーツセンター自動販売機設置場所貸付収入でご

ざいます。 

 次に、少し飛んでいただきまして、86ページ、87ページをお願いします。 

 21款５項２目雑入、11節雑入でございます。87ページの中段やや下、備考

欄のスポーツ推進課分は、コピー等実費徴収金はじめ５項目でございます。 

 続きまして、歳出でございます。 

 352ページ、353ページ下段をお願いします。 

 10款５項１目スポーツ推進費でございます。右側の備考欄、人件費等から、

少しページを飛んでいただきまして、361ページ下段の学校体育施設開放事

業まででございます。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○須賀委員  ちょっと教えてほしいんだけど、施策評価の112ページで屋外

のスポーツ施設の稼働率が何か大分下がっているんだけれども、この原因と

いうか何かそれは何ですかということで。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  はっきりした原因かどうか分か

りませんが、やはりコロナの影響ですとか、最近ですと熱中症の関係で屋外

でスポーツをされる方の数が減っているというような感触がございます。そ

ういったことで数字的には減っているんではないかという認識です。 

○委員長  屋内は増えているけどね。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○三輪委員  357ページのスポーツプラザ維持運営事業の中の一番下のほう

なんですが、トレーニング室等管理委託料が2,141万7,000円というのがある

んですが、トレーニング室がどのぐらい利用されているかというか、あんま

り何か混んでるようなイメージがないんですが、延べ人数とか、そういうも

のが分かれば教えてください。 

○委員長  出そうですか。 
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 では、後ほどまた数字が分かれば言っていただくという形で。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○尾関委員  成果報告書112ページでコミュニティ・スポーツ祭の参加者数

というところで、ちょっと苦戦されているんですけど、決算書の355ページ

にも開催事業の予算として委託料178万2,000円とかついていると思うんです

けど。例えばですけど、本年度実績で翌年の予算を決めてあげるとか、今年

100万で出席率７割だったから、来年は７掛けで出しますよとやってみたら

どうかなあと思うんですけど。減らすばかりじゃないですよ。増やしたら逆

に増えるという話ですけど、何かそういう参加者が増える仕掛けはないです

か。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  コミュニティ・スポーツ祭の学

校ごとの開催委託料の根拠ですが、均等割でまず３万円一律、あとは委員が

今おっしゃられたように、過去５年の平均の参加者数、それから校区人口、

そういったところを参考にして金額を決めております。ですので、学校ごと

に金額が変わっているということで、先ほどたくさんもし参加があった場合

は、５年の平均にはなりますが、次の年には反映されるという状況にはなっ

ております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

○野下委員  １点お願いします。 

 353ページの、これはそうかな。間違っていたらごめんなさいね。このフ

レンドシップ国際交流事業というのはそうですか。 

○委員長  ここは違いますね。これは先ほどのところですね。生涯学習です。 

○野下委員  生涯学習か。 

○委員長  スポーツじゃないです。すみません。 

○野下委員  分かりました。 

○委員長  よろしいですか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 
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○委員長  すみません、スポーツ推進課から先ほどの答弁ですね。 

○スポーツ推進課長兼スポーツプラザ所長  すみません、失礼しました。先

ほど三輪委員のトレーニング室の利用ですが、令和５年度が２万8,602人、

令和４年度が２万8,590人、令和３年度が２万7,894人でございます。若干増

えぎみというか、ほぼ横ばいといった感じです。 

○委員長  今の数字を聞いてよろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、スポーツ推進課については以上といたします。 

 では、当局から先ほどの、生涯学習課もですね。 

 では、すみません、生涯学習課を先に、先ほどの答弁ですね。 

○生涯学習課長兼少年センター所長  貴重なお時間をいただきまして、あり

がとうございます。 

 先ほどの三輪委員のお尋ねがありました地域日本語教育推進補助金につき

ましては、先ほどお話しさせていただいたように、令和５年度から交付のほ

うを受けております。こちらにつきましては、江南市、年々外国人の方も多

くなってきておりまして、日本語教室のほうも参加者数が右肩上がりに上が

ってきておりますので、補助金のほうの交付を申請し、受けておるというと

ころでございます。 

〔発言する者あり〕 

○生涯学習課長兼少年センター所長  令和５年度から補助金のほうの交付申

請をして受けておるものでございます。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、先ほどの生涯学習課の答弁、これで終わりにします。 

 教育課はこれで、教育関係はこれでいいです。 

 先ほどの、今度は土井副委員長の質疑に対する答弁の訂正をしたい旨の申

出がありましたので、健康づくり課のほうですね。 

○健康づくり課長兼保健センター所長  先ほどの答弁で間違えておりました

ので、正しい数字のほうをお伝えいたします。 

 先ほど抗体検査の累計を3,910人と答弁いたしましたが、正しくは5,155人。



１０５ 

それから、予防接種について904人と答弁いたしましたが、正しくは1,215人

となっております。失礼いたしました。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、ほかにありませんか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、これをもって質疑を終結します。 

 暫時休憩します。 

午後４時11分  休 憩 

午後４時11分  開 議 

○委員長  では、休憩前に引き続き会議を進めます。 

 議案第66号を挙手により採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり認定されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第67号 令和５年度江南市国民健康保険特別会計歳入歳出決算認定

について 

 

○委員長  続いて、議案第67号 令和５年度江南市国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定についてを議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  議案第67号 令和５年度江南市国民健康保険特別会計歳入

歳出決算認定について御説明いたします。 

 決算書371ページの事項別明細書をお願いいたします。 

 歳入については、372ページ、373ページ上段の１款国民健康保険税から、

376ページ、377ページの７款繰越金まででございます。 

 続きまして、歳出でございますが、378ページ、379ページ上段の１款保険
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給付費から、382ページ、383ページ下段の８款総務費まででございます。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  よろしいでしょうか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結

いたします。 

 暫時休憩します。 

午後４時13分  休 憩 

午後４時13分  開 議 

○委員長  では、休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第67号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されま

した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第69号 令和５年度江南市介護保険特別会計歳入歳出決算認定につ

いて 

 

○委員長  続いて、議案第69号 令和５年度江南市介護保険特別会計歳入歳

出決算認定についてを議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○介護保険課長  それでは、議案第69号 令和５年度江南市介護保険特別会

計歳入歳出決算認定につきまして御説明をさせていただきます。 

 事項別明細書の392ページ、393ページをお願いいたします。 

 初めに、歳入でございます。 

 １款保険料から、396ページ、397ページの８款２項２目１節雑入まででご
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ざいます。 

 次に、歳出でございます。 

 介護保険課所管分について御説明いたします。 

 398ページ、399ページをお願いいたします。 

 １款総務費から、404ページ、405ページの４款２項一般会計予防事業費ま

ででございます。 

 次に、中段、４款３項包括的支援事業・任意事業費のうち、一部、地域ふ

くし課所管分を除いた部分でございます。地域ふくし課所管分につきまして

は、後ほど御説明をさせていただきます。 

 次に、406ページ、407ページをお願いいたします。 

 中段、４款４項その他諸費から７款１項予備費まででございます。 

 説明は以上でございます。よろしくお願いいたします。 

○地域ふくし課長  続きまして、地域ふくし課所管につきまして該当箇所の

説明をさせていただきます。 

 歳出について御説明申し上げますので、決算書の404ページ、405ページの

下段をお願いいたします。 

 ４款３項１目包括的支援事業・任意事業費で、備考欄、地域支援事業の包

括的支援事業のうち委託料、地域包括支援センター運営委託料以下２件、そ

の下、任意事業のうち成年後見制度に関する費用を所管するものでございま

す。 

 説明は以上でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

○須賀委員  今回の実質収支に関する調べで３億4,928万6,000円が黒字とい

うことになったんだけれども、本来であれば、今、８期の最終ということで

あれば、基金をかなり、これは幾ら投入したのかな、投入した分が丸々残っ

ちゃっておるような気がするんだけど。要は、また繰越金になるということ

で、計画をどう、何が原因でこれだけの繰越金が出たかということで、ちょ

っと説明してもらえますかね。 

○介護保険課長   ただいま御質問いただきました実質収支額３億 4,928万
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5,498円につきましては歳入歳出の差額でございますが、今回、この中には

国庫県費支払基金などのその他精算額が含まれておりまして、今回、残額と

して積み上げる金額といたしましては、今回補正のほうで上げさせていただ

きました２億2,765万6,325円となっております。 

 今回、８期におきまして３年間で取り崩して投入した額というのが３億

9,623万1,000円で、この３期で積み立てた額につきましては３億6,028万円

となっております。ですので、この３年間で基金につきましては 3,478万

2,007円減額となったものでございます。 

 今回、３年間のうち令和５年度の支出につきまして主な残額が出た原因と

いたしましては、施設整備が進まなかった部分の利用見込みの分が残額とな

ったものと考えております。定期巡回・随時訪問の介護看護の施設につきま

しては、昨年度、令和５年の10月からのオープンとなっておりまして見込み

よりも遅くのオープンとなっていたこと、あと看護小規模多機能型居宅介護

につきましては９期のほうで改めて公募するという形で先延ばしになったと

いうところで、予定額よりも支出が少なくなったために残額が予定よりも多

くなったものと考えております。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑も尽きたようですので、これをもって質疑を終結いた

します。 

 暫時休憩します。 

午後４時20分  休 憩 

午後４時20分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第69号を採決いたします。 

 本案を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されま
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した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第70号 令和５年度江南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定について 

 

○委員長  議案第70号 令和５年度江南市後期高齢者医療特別会計歳入歳出

決算認定についてを議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  議案第70号 令和５年度江南市後期高齢者医療特別会計歳

入歳出決算認定について御説明をさせていただきます。 

 決算書409ページの事項別明細書をお願いいたします。 

 歳入については、410ページ、411ページ上段、１款後期高齢者医療保険料

から最下段の４款諸収入まででございます。 

 続きまして、歳出でございますが、412ページ、413ページ上段、１款総務

費から中段の３款諸支出金まででございます。 

 補足説明はございません。よろしくお願いいたします。 

○委員長  これより質疑を行います。 

 質疑はありませんか。 

〔「ありません」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  よろしいですか。 

 では、質疑もないようでありますので、これをもって質疑を終結いたしま

す。 

 暫時休憩します。 

午後４時22分  休 憩 

午後４時22分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 

 議案第70号を採決します。 

 本案を原案のとおり認定することに御異議ございませんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○委員長  御異議なしと認めます。よって、本案は原案のとおり認定されま
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した。 

―――――――――――――――――――――――――――――――――――― 

  議案第73号 江南市国民健康保険条例の一部改正について 

 

○委員長  続いて、議案第73号 江南市国民健康保険条例の一部改正につい

てを議題といたします。 

 それでは、当局から補足説明がありましたらお願いします。 

○保険年金課長  それでは、追加議案書の１ページをお願いいたします。 

 令和６年議案第73号 江南市国民健康保険条例の一部改正についてでござ

います。 

 ２ページには条例案を、３ページには新旧対照表を掲げております。 

 補足説明はございません。どうぞよろしくお願いいたします。 

○委員長  では、これより質疑に入ります。 

 質疑はありませんか。 

○三輪委員  確認ですが、12月２日から国民健康保険も新たにマイナンバー

カードがない方には資格確認書が発行されるということですが、それに関わ

る変更ということで間違いはないんでしょうか。 

○保険年金課長  12月２日から新たに健康保険証のほうが発行されなくなる

ことについて法改正が国のほうでされましたので、それに伴う市の条例の改

正ということになります。 

○委員長  よろしいでしょうか。 

 ほかに質疑はありませんでしょうか。 

 よろしいですか。 

〔挙手する者なし〕 

○委員長  では、質疑も尽きたようでありますので、これをもって質疑を終

結します。 

 暫時休憩します。 

午後４時24分  休 憩 

午後４時24分  開 議 

○委員長  休憩前に引き続き会議を開きます。 
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 議案第73号を挙手により採決します。 

 本案を原案のとおりに可決することに賛成の方の挙手を求めます。 

〔賛成者挙手〕 

○委員長  ありがとうございます。 

 挙手多数でございます。よって、本案は原案のとおり可決されました。 

 あと請願がありますが、すみません、請願があったね。ちょっと請願は時

間がかかりますので、今日はここまでにしたいと思いますので。 

 では、本日の議題もまだ残っておりますが、本日の委員会はこの程度にと

どめ、明日13日の金曜日午前９時半から委員会を開きます。 

 本日はこれにて散会いたします。 

 

午後４時25分  閉 会 
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